
と
り
わ
け
中
国
伝
統
医
学
は
養
生
を
重
視
す
る
医
学
体
系
の
一
つ
と
し
て
も
過
言
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
古
代
か
ら
発
達
し
て
き
た
豊
富
な

（
一
）

養
生
法
と
思
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
主
な
対
象
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
老
人
と
健
常
者
・
病
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
多
種

多
様
な
養
生
も
、
対
象
と
目
的
に
よ
り
、
お
よ
そ
老
人
で
は
長
生
・
不
死
、
健
常
者
で
は
疾
病
予
防
と
保
健
、
病
人
で
は
回
復
の
促
進
と
再
発

の
防
止
、
の
三
レ
ペ
ル
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

患
が
ほ
ぼ
克
服
さ
れ
た
現
在
、
再
恭

を
我
盈
は
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

医
療
の
体
系
に
お
い
て
、
治
療
と
養
生
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
あ
る
い
は
疾
病
の
範
囲
を
漠
然
と
し
た
「
不
健
康
」
に
ま
で
拡
大
す
る

な
ら
ば
、
も
は
や
両
者
を
判
然
と
分
か
っ
こ
と
は
困
難
で
す
ら
あ
る
。
お
よ
そ
両
者
の
関
係
は
、
近
代
医
学
の
み
な
ら
ず
伝
統
医
学
に
お
い
て

も
世
の
東
西
を
問
わ
ず
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
致
命
的
疾
患
に
対
し
、
近
代
医
学
ほ
ど
有
効
な
治
療
手
段
を
持
ち
え
な
か
っ
た
過
去
に
お
い

て
、
養
生
は
治
療
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
価
値
が
与
え
ら
れ
、
少
な
か
ら
ぬ
経
験
と
知
識
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
か
つ
て
の
致
命
的
疾

患
が
ほ
ぼ
克
服
さ
れ
た
現
在
、
再
び
伝
統
医
学
に
人
々
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
理
由
に
、
そ
の
養
生
的
側
面
が
大
い
に
関
与
し
て
い
る
こ
と

緒

言
『
小
品
方
』
に
見
る
疾
病
背
景
の
分
析
と
服
薬
指
示

ｌ
治
療
と
養
生
の
接
点
に
つ
い
て
Ｉ

距
癖
罐
極
彗
壁
錘
埠
犀
一
卦
痘
璋
一
麺
需
昭
和
六
十
二
年
八
月
二
十
四
日
受
付

一一
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本
書
の
現
存
部
分
は
、
内
容
よ
り
お
よ
そ
次
の
八
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
㈲
序
文
①
、
。
引
用
書
目
と
序
文
②
、
白
全
十
二
巻
の

目
録
、
四
処
方
に
お
け
る
薬
物
配
合
の
注
意
、
㈲
薬
物
の
修
治
、
㈲
薬
物
の
基
準
重
量
・
体
積
と
各
々
の
換
算
率
、
㈲
疾
病
背
景
の
分
析
と
服

（
一
○
）

薬
指
示
、
㈹
各
論
と
処
方
。
そ
し
て
こ
の
一
つ
㈲
が
、
本
稿
で
採
り
上
げ
た
い
「
述
看
方
及
逆
合
備
急
薬
訣
」
と
題
さ
れ
た
全
十
七
条
よ
り
な

る
篇
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
篇
に
は
風
土
・
性
別
・
年
齢
・
体
質
な
ど
疾
病
背
景
に
対
す
る
分
析
と
、
そ
れ
ら
や
病
状
に
応
じ
た
服
薬
指

（
一
エ
ー
）

陳
延
之
著
『
小
品
方
』
全
十
二
巻
は
、
唐
令
や
こ
れ
に
倣
っ
た
日
本
の
律
令
制
度
で
医
学
生
の
必
修
教
科
書
に
指
定
さ
れ
、
当
時
の
医
書
中

（
四
）
（
五
）

で
高
い
評
価
を
得
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
唐
代
の
『
外
台
秘
要
方
』
（
七
五
二
）
や
平
安
時
代
の
『
医
心
方
』
（
九
八
四
）
な
ど
に
、
本
書
の
文
章

（
六
、
七
）
（
八
）

が
大
量
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
。
し
か
し
本
書
は
、
す
で
に
北
宋
時
代
に
は
宮
廷
の
書
庫
に
も
な
く
、
以
後
近
年
ま
で

日
本
・
中
国
と
も
に
散
逸
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
筆
者
ら
の
調
査
に
よ
り
紛
れ
も
な
い
『
小
品
方
』
巻
一
前
半
の
古
写
本
が
、
東
京
の
尊
経
閣
文
庫
に
発
見
さ
れ
た
。
さ
ら

（
九
）

に
か
つ
て
定
説
の
な
か
っ
た
本
書
の
著
述
年
代
は
、
小
曽
戸
の
考
証
に
よ
り
南
北
朝
時
代
の
南
朝
・
劉
宋
時
代
で
、
四
五
四
’
四
七
三
年
の
間

と
確
定
さ
れ
た
。
こ
の
発
見
と
年
代
の
確
定
は
、
当
時
の
医
学
状
況
や
多
方
面
に
わ
た
る
史
的
解
明
の
手
掛
か
り
を
我
食
に
与
え
た
の
で
あ

さ
て
本
稿
で
特
に
問
題
と
し
た
い
の
は
治
療
と
養
生
の
接
点
、
つ
ま
り
病
人
を
対
象
と
す
る
養
生
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
分
野
は

中
世
以
前
の
関
連
す
る
医
学
文
献
や
資
料
の
現
存
が
少
な
く
、
し
か
も
記
載
は
所
ゐ
に
分
散
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
範
囲
を
限
定
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
一
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
中
世
の
医
学
書
と
し
て
当
時
よ
り
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
た

（
一
一
）

『
小
品
方
』
を
資
料
に
、
治
療
の
一
環
と
し
て
の
養
生
、
と
り
わ
け
養
生
思
想
に
基
づ
く
薬
物
療
法
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

る
0

一
『
小
品
方
』
に
つ
い
て

rワ、
、臼ノ 436



示
が
理
路
整
然
と
記
さ
れ
、
ま
さ
し
く
治
療
と
養
生
の
接
点
に
関
す
る
論
説
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
一
）

ち
な
み
に
本
書
の
発
見
に
よ
り
、
当
篇
は
か
な
り
の
部
分
が
『
千
金
方
』
や
『
医
心
方
』
『
福
田
方
』
に
引
用
さ
れ
、
後
代
の
中
国
・
日
本

に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
引
用
に
も
当
篇
の
整
然
と
し
た
構
成
は
保
た
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
第
一
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
当
篇
の
全
条
文
を
順
に
紹
介
し
、
各
食
に
見
ら
れ
る
薬
物
治
療
の
一
環
と
し
て
の
養
生
に
考
察
を
加
え
て
象

（
一
一
一
）

よ
う
と
思
う
。
な
お
本
稿
と
は
興
味
の
対
象
を
異
に
す
る
が
、
石
田
は
『
小
品
方
』
の
医
学
思
想
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い

る
。
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
同
論
文
に
啓
発
を
受
け
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。

し
て
い
る
。

Ｓ
治
療
原
則

一
条
酌
諸
々
の
疾
病
は
、
病
変
の
速
度
が
異
な
れ
ば
そ
の
治
療
も
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
病
変
が
遅
け
れ
ば
し
ば
ら
く
し
て
重
症
と
な
る
が
、

早
け
れ
ば
す
ぐ
に
重
症
と
な
る
。
ま
た
病
変
が
遅
け
れ
ば
時
を
経
て
自
然
に
治
癒
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
早
い
場
合
は
治
療
し
な
け
れ
ば

す
ぐ
に
死
に
致
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
れ
ゆ
え
方
学
の
肝
要
は
即
効
に
あ
り
、
ま
た
医
術
を
行
な
う
も
の
は
皆
、
急
病

に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
方
術
の
学
習
は
ま
ず
救
命
の
要
点
を
理
解
し
、
次
に
病
変
の
緩
和
に
精
通

し
、
最
後
に
養
生
に
詳
し
く
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
（
以
下
略
）
。

さ
て
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
陳
延
之
の
強
調
す
る
方
術
の
学
習
順
位
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
致
命
的
急
性
疾
患
の
治
療
初
期
か

（
一
三
一
）

『
小
品
方
」
の
著
者
・
陳
延
之
は
当
「
述
看
方
及
逆
合
備
急
薬
訣
」
篇
の
総
論
と
し
て
、
第
一
条
に
疾
病
の
治
療
原
則
を
次
の
よ
う
に
主
張

二
陳
延
之
の
医
療
姿
勢
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ら
、
健
康
回
復
ま
で
の
順
に
し
た
が
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
ま
ず
こ
の
点
に
陳
延
之
の
医
療
姿
勢
、
す
な
わ
ち
急
性
疾

患
の
重
視
が
明
瞭
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
す
る
が
、
本
篇
第
三
条
以
降
の
各
論
も
、
お
よ
そ
こ
の
修
学
の
重
要

度
順
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
後
半
の
五
条
は
回
復
に
至
る
ま
で
の
治
療
方
針
に
関
す
る
論
説
で
あ
る
。
す
る
と
陳
延
之
が
こ
こ
で
最
後

に
学
べ
ば
よ
い
と
す
る
養
生
の
内
容
は
、
原
文
（
「
輔
衛
」
）
本
来
の
意
味
が
補
助
と
防
衛
な
の
で
、
服
薬
に
よ
る
回
復
促
進
と
再
発
防
止
の
こ

と
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
彼
の
主
張
す
る
医
療
と
は
病
人
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
養
生
は
こ
の
範
囲
に
お
い
て
回
復
促
進
・
再
発

防
止
の
意
味
で
従
属
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
中
国
古
来
の
医
療
思
想
で
は
、
し
ば
し
ば
養
生
と
く
に
疾
病
の
予
防
が
第
一
に
強
調
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
素
問
」
な
ど
「
内
経
」

（
一
四
１
く
一
六
）

系
の
医
学
古
典
ば
か
り
か
、
『
老
子
』
『
准
南
子
』
な
ど
非
医
書
に
も
「
発
病
前
に
治
療
す
る
の
が
一
番
良
い
医
療
」
、
な
ど
の
記
載
が
見
え
る
。

こ
れ
は
発
病
前
の
状
態
、
つ
ま
り
病
理
変
化
の
発
生
す
る
以
前
に
生
理
状
態
を
調
整
す
る
こ
と
が
医
療
の
理
想
、
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
陳
延
之
の
主
張
す
る
医
療
は
発
病
後
の
状
態
、
つ
ま
り
病
理
変
化
に
対
す
る
治
療
を
主
と
し
、
生
理
状
態
の
調
整
に

よ
り
こ
れ
を
補
足
せ
ん
と
す
る
立
場
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
陳
延
之
の
立
場
は
、
必
ず
し
も
予
防
重
視
の
医
療
思
想
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
本
書
の
序
文
①
の
後
半

で
、
「
医
学
を
志
す
者
は
『
大
品
』
の
基
礎
理
論
に
精
通
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
（
中
略
）
一
般
者
が
救
急
用
に
処
方
運
用
の
要
点
を
つ
か

（
一
七
）

む
に
は
こ
の
『
経
方
小
品
」
が
重
要
で
あ
る
」
と
言
う
。
ま
た
序
文
②
の
末
尾
で
も
、
「
初
心
者
は
ま
ず
こ
の
『
小
品
」
か
ら
学
習
を
始
め
れ

（
一
八
）

ぱ
、
治
療
と
い
う
も
の
に
悟
り
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
『
大
品
』
は
そ
の
後
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
高
等
な
医
学

は
『
大
品
』
と
総
称
す
る
医
学
古
典
に
譲
り
、
本
書
は
あ
く
ま
で
も
一
般
者
や
初
心
者
が
救
急
医
療
を
行
な
う
た
め
の
入
門
書
と
し
て
著
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
治
療
を
主
と
し
養
生
を
従
と
す
る
医
療
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
疾
病
予
防
の
た
め
の
養
生
を
否
定
し
て
い

る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
用
語
を
借
り
て
当
時
の
古
典
的
基
礎
医
学
害
を
『
大
品
』
、
本
書
を
『
小
品
』
と
対
比
さ
せ
て
呼
ぶ
こ

と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
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一
方
、
彼
は
当
時
の
養
生
法
や
一
部
の
救
急
法
に
対
し
、
か
な
り
批
判
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
例
え
ば
序
文
②
の
前
半
で
、
「
気
を
調

節
し
神
の
よ
う
に
な
る
術
、
仙
人
の
世
界
に
行
く
薬
、
不
老
長
寿
の
処
方
、
民
間
の
救
急
法
な
ど
は
昔
か
ら
今
に
伝
わ
る
間
に
ひ
ど
く
俗
化

（
一
九
）

し
、
文
字
は
あ
っ
て
も
実
践
を
伝
授
さ
れ
た
者
は
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
先
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
単
な
る
批

判
で
は
な
く
、
養
生
あ
る
い
は
治
療
の
一
方
に
偏
っ
た
医
療
は
非
実
用
的
で
あ
る
、
と
す
る
陳
延
之
の
強
い
個
性
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
の
こ
の
医
療
姿
勢
は
、
次
の
第
二
条
に
も
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。

（
二
○
）

第
一
条
は
治
療
原
則
の
総
論
で
あ
っ
た
が
、
以
下
の
第
二
条
は
一
歩
す
す
ん
で
診
察
に
も
言
及
し
た
総
論
と
な
っ
て
い
る
。

二
条
叩
疾
病
の
原
因
に
は
風
、
寒
さ
、
冷
え
、
高
温
、
湿
度
、
疲
労
、
傷
、
酒
酔
い
、
飲
食
物
、
恐
怖
・
不
快
感
・
驚
き
・
憂
い
怒
り
、

出
産
授
乳
。
流
産
・
捻
挫
打
撲
・
嘔
吐
下
痢
・
潟
血
、
不
老
薬
・
鉱
物
薬
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
病
因
は
様
々
な
病
変
を
起
こ
す
の
で
、

い
ず
れ
も
脈
診
に
よ
ら
ね
ば
そ
も
そ
も
病
因
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
病
人
の
性
別
と
年
齢
を
問
診
し
、
さ
ら
に
処
方
の
適
応
症
が
病
状
と
半
分
も
合
致
し
て
い
た
ら
そ
の
処
方
を
投
与
し
て
よ
い
。

そ
し
て
処
方
に
加
減
が
必
要
な
ら
ば
、
薬
の
性
格
・
作
用
が
第
一
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
一
一
）

当
条
文
の
前
半
に
列
挙
さ
れ
る
病
因
は
、
石
田
が
指
摘
の
ご
と
く
、
内
科
的
病
因
と
し
て
外
因
（
気
象
）
・
不
内
外
因
（
生
活
態
度
）
・
内
因

（
感
情
変
化
）
の
三
因
、
次
に
婦
人
科
的
病
因
、
外
科
的
病
因
、
最
後
に
治
療
薬
・
養
生
薬
の
有
害
効
果
の
順
に
記
さ
れ
て
い
る
。
か
く
も
整

然
と
し
た
病
因
の
記
載
は
、
現
存
す
る
ど
の
中
国
文
献
よ
り
も
恐
ら
く
こ
れ
が
最
も
古
い
。
た
だ
し
そ
れ
ら
病
因
は
列
挙
さ
れ
る
の
象
で
、
そ

こ
に
具
体
的
な
説
明
は
な
い
。
石
田
も
推
測
す
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
病
因
の
分
類
や
整
理
は
当
時
す
で
に
常
識
化
し
て
い
た
の
で
、

特
に
説
明
の
必
要
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
文
章
の
流
れ
か
ら
見
て
も
病
因
の
列
挙
は
導
入
に
す
ぎ
ず
、
当
条
文
の
重
点
は
脈
診

に
よ
る
病
因
診
断
の
不
採
用
と
、
こ
れ
に
代
わ
る
方
法
の
提
示
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

口
診
断
と
処
方
選
択
の
原
則

（5）439



（
一
一
一
）

他
方
、
陳
延
之
は
薬
物
の
配
合
注
意
を
述
べ
た
篇
の
第
一
条
で
、
「
命
の
惜
し
く
な
い
者
は
脈
診
を
信
用
し
な
い
」
と
医
学
好
き
の
知
識
人

を
批
判
す
る
。
ま
た
脈
や
病
因
・
病
理
に
関
す
る
記
述
は
本
書
の
各
処
に
見
ら
れ
る
。
す
る
と
、
彼
は
必
ず
し
も
脈
診
や
病
因
診
断
を
医
療
に

不
要
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
な
ら
ば
か
く
も
多
数
の
病
因
を
列
挙
し
な
が
ら
、
治
療
は
問
診
と
既
成
処
方
や
そ
の
加
減
の
承

で
十
分
、
と
い
う
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
序
文
①
の
冒
頭
で
、
「
昔
の
処
方
は
医
者
が
予
め
作
成
し
、
発
病
前
の
人
に
準
備
し
た
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
実
際
の
病
因
診
断
と

（
一
一
一
一
）

薬
の
作
用
・
性
格
を
考
慮
し
て
作
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
治
癒
し
た
症
状
の
積
み
重
ね
よ
り
、
処
方
の
適
応
症
が
定
め
ら
れ
た
」
、
と
古
来

（
二
三
、
二
四
）

の
処
方
を
た
た
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
序
文
①
と
②
の
末
尾
で
二
度
も
、
「
古
来
の
処
方
よ
り
理
に
か
な
っ
た
も
の
を
本
書
に
集
め
た
」
、
と
彼

は
自
慢
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
本
書
に
収
録
さ
れ
た
古
来
の
処
方
の
構
成
薬
と
適
応
症
は
、
す
で
に
幾
度
も
の
病
因
診
断
と
治
療
経
験
を

経
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
こ
の
理
由
か
ら
、
病
因
診
断
な
し
で
も
「
処
方
の
適
応
症
と
病
状
と
が
半
分
も
合
致
し
て
い
た
ら

そ
の
処
方
を
投
与
し
て
よ
い
」
、
と
自
信
を
持
っ
て
断
言
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
彼
は
単
に
古
来
の
処
方
な
ら
ば
良
い
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
序
文
①
の
中
ご
ろ
に
そ
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
「
古
来
の
処
方
を
用
い
る
医
者
は
、
そ
の
適
応
症
を
た
だ
信
ず
る
の
ゑ
で
薬
物
の
作
用
・
性
格
を
研
究
し
な
い
。
し
か
も
性
・
年
齢

が
違
え
ば
抵
抗
力
も
異
な
り
、
住
む
地
方
に
よ
り
気
温
の
変
化
に
違
い
の
あ
る
こ
と
を
彼
ら
は
知
ら
な
い
。
ま
た
人
体
の
生
理
状
態
は
季
節
に

対
応
し
、
飲
食
で
変
化
す
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
彼
ら
は
薬
物
の
使
用
ル
ー
ル
を
知
ら
ず
、
処
方
の
適
応
症
の
承
を
見
て
一
律

（
二
五
）

に
投
薬
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
時
に
良
く
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
実
は
疾
病
の
本
質
を
分
析
し
て
得
ら
れ
た
効
果
で
は
な
い
」
、
と
。
換
言

す
る
と
、
患
者
個
々
の
因
子
を
背
景
と
す
る
生
理
状
態
の
把
握
と
、
薬
物
の
作
用
・
性
格
を
考
慮
し
た
加
減
が
古
来
の
処
方
に
は
必
要
、
と
陳

（
一
一
一
ハ
）

延
之
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
と
類
似
の
内
容
は
、
彼
が
引
用
す
る
王
叔
和
の
文
章
に
も
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
主

張
は
全
て
が
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
多
く
は
当
時
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
説
に
共
鳴
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
再
び
、
当
条
文
の
「
処
方
の
適
応
症
が
病
状
と
半
分
も
合
致
し
て
い
た
ら
、
そ
の
処
方
を
投
与
し
て
よ
い
」
、
と
い
う
部
分
の
「
半

（6） 440



分
」
に
注
目
し
た
い
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
古
来
の
処
方
は
病
因
診
断
を
経
て
作
成
さ
れ
た
、
と
陳
延
之
は
考
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
の

適
応
症
は
治
験
の
蓄
積
よ
り
帰
納
さ
れ
た
と
い
う
。
す
る
と
そ
の
適
応
症
に
は
、
．
あ
る
病
因
よ
り
生
ず
る
共
通
の
症
状
は
網
羅
さ
れ
る
が
、
個

灸
の
患
者
に
特
有
の
症
状
は
帰
納
過
程
で
必
然
的
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
患
者
は
個
体
生
理
の
相
違
か
ら
、
あ
る
病
因
に
関
連

す
る
症
状
の
全
て
を
発
症
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
陳
延
之
は
本
理
由
に
よ
り
、
患
者
の
症
状
が
処
方
の
適
応
症
と
「
半
分
」
も
合
致
し
て
い
れ

ば
投
与
可
能
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
主
張
は
、
個
体
生
理
の
相
違
と
そ
れ
を
も
た
ら
す
因
子
の
認
識
に
あ
る
。
そ
れ
は
疾
病
の

背
景
に
お
い
て
病
因
と
共
に
症
状
の
変
化
を
左
右
す
る
人
体
側
の
因
子
で
あ
り
、
し
か
も
問
診
で
容
易
に
得
ら
れ
る
情
報
な
の
で
あ
る
。
陳
延

之
が
当
時
の
医
者
を
批
判
し
、
ま
た
本
条
で
あ
え
て
「
病
人
の
性
別
と
年
齢
を
問
診
せ
よ
」
と
強
調
す
る
理
由
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
点

ｊ能
心状

ｊ

化
理
変
生

方
理
く

処
病
子

の
く
因

来
因
減
体

古
斗
病
加
４
個

毒療期能
合

治
与
病

医療
↓

疾病

養生
↓
回復期 (生理調整：回復促進、再発防止）

姿勢（1，2条）図1陳延之の医療姿勢

条
で
あ
え
て
「
病
人
の
性
別
と
年
齢
を
問
診
せ
よ
」
と
強
調
す
る
理
由
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
点

に
あ
る
。
病
因
の
除
去
の
ゑ
が
医
療
で
は
な
く
、
そ
こ
に
個
体
生
理
の
相
違
を
も
考
慮
す
る
姿
勢
は
、

ま
さ
に
伝
統
的
医
療
思
想
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
個
体
生
理
を
あ
く
ま
で
も
疾
病

の
範
囲
で
考
え
る
姿
勢
に
は
独
自
の
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
彼
の
治
療
家
と
し
て
の
専
門
意
識
も
窺

わ
れ
る
。

以
上
、
第
一
・
二
条
よ
り
陳
延
之
の
医
療
姿
勢
に
お
け
る
養
生
の
意
味
を
分
析
し
て
き
た
。
そ
れ
ら

は
お
よ
そ
以
下
の
二
点
に
要
約
さ
れ
、
ま
た
図
１
の
よ
う
に
作
図
さ
れ
る
。

第
一
に
医
療
と
は
疾
病
を
対
象
と
す
る
こ
と
。
こ
の
範
囲
に
お
い
て
養
生
は
治
療
に
従
属
し
、
回
復

期
に
お
い
て
生
理
機
能
の
調
整
を
通
じ
回
復
促
進
・
再
発
防
止
を
目
的
と
し
て
い
る
。
第
二
に
治
療
は

病
因
の
認
識
よ
り
作
成
さ
れ
た
古
来
の
処
方
運
用
を
主
と
す
る
が
、
患
者
の
個
体
因
子
と
薬
物
効
果
の

考
慮
に
よ
る
処
方
の
加
減
が
必
要
な
こ
と
。
こ
の
二
点
を
換
言
す
る
と
、
医
療
に
は
病
態
期
（
症
状
）

に
対
す
る
治
療
と
、
回
復
期
に
対
す
る
養
生
（
生
理
機
能
の
調
整
）
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て

治
療
に
は
病
態
の
背
景
と
し
て
、
病
因
（
病
理
）
と
個
体
因
子
（
生
理
）
の
認
識
が
必
要
、
と
い
う
こ
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そ
こ
で
筆
者
は
次
の
こ
と
に
強
く
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
個
体
因
子
の
認
識
と
個
体
生
理
の
調
整
こ
そ
、
実
は
伝
統
医
療
の
養
生
思
想
、
つ

ま
り
「
発
病
前
の
医
療
」
の
核
心
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ら
ば
陳
延
之
が
強
調
す
る
の
は
「
発
病
後
の
医
療
に
お
け
る
養
生
」
、
と

表
現
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
で
は
具
体
的
に
、
陳
延
之
は
い
か
な
る
「
発
病
後
の
医
療
に
お
け
る
養
生
」
を
主
張
す
る
の
か
。

こ
れ
を
本
篇
第
三
条
以
下
の
記
載
を
中
心
に
分
析
し
て
ぷ
た
い
。

と
に
な
る
。

㈲
疾
病
・
患
者
の
タ
イ
プ
と
薬
用
量

（
二
七
）
（
二
八
）
（
二
九
）
（
三
○
）
（
一
一
二
）
（
三
二
）

第
三
条
は
疾
病
の
軽
・
重
、
第
四
条
は
疾
病
の
新
・
旧
、
第
五
・
六
条
は
体
力
の
有
無
・
老
若
と
服
薬
経
験
、
第
七
・
八
条
は
若
者
強
壮
者

の
軽
病
と
衰
弱
者
老
人
の
重
病
慢
性
病
、
の
視
点
か
ら
薬
用
量
の
多
・
少
と
そ
の
理
由
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
各
条
文
の
内
容
を
用
量
の
多
い

（
一
二
一
二
）

場
合
と
少
な
い
場
合
に
分
け
る
と
、
各
灸
の
要
点
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

八
用
量
の
多
い
場
合
と
そ
の
理
由
Ｖ

、
軽
病
、
新
病
（
の
通
常
体
力
者
）
”
病
気
に
よ
る
体
力
の
消
耗
が
小
さ
い
↓
薬
の
有
害
効
果
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
が
ま
だ
残
っ
て
い
る

三
疾
病
背
景
の
分
析
と
服
薬
指
示

⑥
重
病
の
若
者
・
強
壮
者
》
病
気
に
よ
る
体
力
の
消
耗
は
大
き
い
が
、
元
だ
の
体
力
が
強
い
↓
薬
の
有
害
効
果
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
が
ま

だ
残
っ
て
い
る
↓
薬
を
増
量
。
（
五
条
）

＠
軽
病
の
強
壮
者
”
病
気
に
よ
る
体
力
の
消
耗
が
小
さ
い
上
に
、
元
々
の
体
力
は
強
い
↓
体
力
が
充
分
に
残
っ
て
い
る
↓
少
量
の
薬
で
は

↓
薬
を
増
量
。
（
三
、
四
条
）
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以
上
の
要
約
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
、
と
、
、
⑤
と
⑥
、
＠
と
＠
、
③
と
④
は
各
を
正
反
対
の
仮
定
と
結
論
で
あ
る
が
、
論
理
展
開
は
完

全
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
仮
定
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
こ
に
利
用
さ
れ
て
い
る
情
報
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
問
診
・

視
診
で
容
易
に
知
ら
れ
、
主
観
性
も
強
く
な
い
。
か
つ
個
体
自
身
の
情
報
（
年
齢
、
体
力
）
、
個
体
と
病
因
間
の
情
報
（
症
状
、
発
病
後
の
時

間
）
、
個
体
と
薬
物
間
の
情
報
（
服
薬
経
験
）
の
三
範
囲
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
い
ず
れ
の
情
報
も
個
体
の
特
性
と
関
連
し
、
そ

こ
に
は
個
体
を
中
心
と
し
た
「
病
因
ｌ
個
体
ｌ
薬
物
」
の
図
式
が
読
朶
取
ら
れ
よ
う
。

次
に
仮
定
以
下
の
論
理
展
開
に
注
目
し
て
み
る
。
す
る
と
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
概
念
を
論
理
の
前
提
と
し
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
つ
い
で
そ
の
概
念
に
よ
り
病
態
時
の
体
力
な
い
し
は
生
理
状
態
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
根
拠
に
用
量
の
多
少
が

そ
の
有
用
効
果
を
体
力
が
打
ち
消
し
て
し
ま
う
↓
薬
を
増
量
。
（
七
条
）

⑥
服
薬
経
験
の
多
い
虚
弱
者
銀
体
力
は
弱
い
が
、
薬
の
常
用
で
そ
の
効
果
を
打
ち
消
す
機
能
が
体
内
に
強
ま
っ
て
い
る
↓
薬
の
有
用
効
果

が
弱
め
ら
れ
る
↓
薬
を
増
量
。
（
五
条
）

八
用
量
の
少
な
い
場
合
と
そ
の
理
由
Ｖ

③
重
病
、
慢
性
病
（
の
通
常
体
力
者
）
”
病
気
に
よ
る
体
力
の
消
耗
が
大
き
い
↓
薬
の
有
害
効
果
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
は
も
う
残
っ
て
い

な
い
↓
薬
を
減
量
。
（
三
、
四
条
）

⑤
軽
病
の
衰
弱
者
・
老
人
韓
病
気
に
よ
る
体
力
の
消
耗
は
小
さ
い
が
、
元
為
の
体
力
も
弱
い
↓
薬
の
有
害
効
果
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
は
も

う
残
っ
て
い
な
い
↓
薬
を
減
量
。
（
六
条
）

＠
慢
性
病
・
重
病
の
老
人
・
虚
弱
者
』
病
気
に
よ
る
体
力
の
消
耗
が
大
き
い
上
に
、
元
為
の
体
力
も
弱
い
↓
体
力
は
も
う
ほ
と
ん
ど
残
っ

て
い
な
い
↓
大
量
の
薬
で
は
そ
の
有
害
効
果
が
体
力
を
さ
ら
に
消
耗
す
る
↓
病
気
が
悪
化
す
る
↓
薬
を
減
量
。
（
八
条
）

⑥
服
薬
経
験
の
な
い
強
壮
老
幽
体
力
は
強
い
が
、
薬
の
効
果
を
打
ち
消
す
体
内
の
機
能
が
弱
い
↓
薬
の
有
害
効
果
を
強
く
受
け
る
↓
薬
を

減
量
。
（
六
条
）
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（病因）
病理変化

「
あ
る
目
的
」
に
従
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
あ
る
目
的
」
と
は
、
第
一
に
生
理
機
能
に
対
す
る
薬
の
有
害
効
果
を
最
小
限
に
制
御
す

る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
病
理
変
化
に
対
す
る
薬
の
有
用
効
果
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
、
⑥
は
第
一
・
第
二
の
目

＃
Ｉ

的
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
。
＠
は
第
二
の
目
的
か
ら
増
量
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
③
ｌ
⑥
は
い
ず
れ
も
第
一
の
目
的
か
ら
減
量
さ
れ
て
い
る
。
古
代

の
中
国
医
学
で
こ
の
第
一
の
目
的
か
ら
薬
用
量
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
通
常
は
病
理
変
化
と
薬
理
作
用
の
関
係
か
ら
の
朶
薬
用
量
が

（
三
四
）

定
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
素
問
』
に
見
え
る
一
般
的
原
則
に
よ
れ
ば
、
症
状
の
軽
い
第
三
条
、
の
場
合
は
薬
用
量
を
少
な
く
、
症
状
の
激
し
い

第
三
条
、
の
場
合
は
薬
用
量
を
多
く
す
る
。
と
こ
ろ
が
陳
延
之
の
論
理
は
そ
こ
に
個
体
生
理
、
つ
い
で
有
害
効
果
を
介
在
さ
せ
る
結
果
、
正
反

対
の
用
量
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
回
復
期
だ
け
で
な
く
、
病
態
期
に
お
い
て
も
個
々
の
生
理
状
態
を
重
視
す
る
彼
の
医
療
姿
勢
が
明

瞭
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
表
現
こ
そ
薬
の
有
用
・
有
害
効
果
と
い
う
両
面
性
の
強
調
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
薬
理
を
中
心
と
し
た

「
病
理
ｌ
薬
理
ｌ
生
理
」
の
認
識
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。

脂

生理機能一
〈個体因子）

図2陳延之の医学認識

一薬理作用
（薬物）

（3～8条）

さ
て
先
に
言
及
し
た
、
論
理
展
開
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
概
念
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ヲ
（
》
Ｏ

①
薬
の
効
果
は
病
気
を
制
圧
す
る
（
薬
理
作
用
は
病
理
変
化
を
抑
制
す
る
）
。

②
病
気
は
体
力
を
損
な
う
（
病
理
変
化
は
生
理
機
能
を
抑
制
す
る
）
。

③
薬
の
効
果
は
体
力
を
損
な
う
（
薬
理
作
用
は
生
理
機
能
を
抑
制
す
る
）
。

④
体
力
は
薬
の
効
果
を
弱
め
る
（
生
理
機
能
は
薬
理
作
用
を
抑
制
す
る
）
。

⑤
薬
の
連
用
は
、
そ
の
効
果
を
減
弱
さ
せ
る
人
体
の
機
能
を
増
強
す
る
（
生
理
機
能
は
薬
理
作

用
を
抑
制
す
る
）
。

以
上
の
相
互
関
係
を
作
図
す
る
と
図
２
と
な
る
。
陳
延
之
の
医
学
認
識
、
つ
ま
り
医
療
に
お
け

る
生
理
（
個
体
因
子
）
・
病
理
（
病
因
）
・
薬
理
（
薬
物
）
の
認
識
は
、
以
上
の
検
討
で
そ
の
一
面
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が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
今
、
本
図
に
よ
り
そ
れ
ら
相
互
関
係
の
全
体
が
示
さ
れ
、
、
ｌ
④
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
陳
延
之
の
論
理
背
景

が
一
層
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
し
か
し
①
ｌ
⑤
の
概
念
は
い
か
な
る
理
由
で
設
定
さ
れ
、
論
理
の
前
提
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
①

は
薬
の
有
用
効
果
、
②
は
人
体
の
病
理
変
化
の
概
念
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
医
療
の
発
生
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
不
変
の
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ら

が
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
に
大
き
な
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
③
Ｉ
⑤
の
意
味
と
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
少
し
く
考
察
の
必
要
が
あ
る

（
三
五
）
（
三
六
）

ま
ず
③
か
ら
検
討
し
て
ゑ
た
い
。
↑
関
連
す
る
記
述
は
「
内
経
」
系
の
医
書
に
わ
ず
か
な
が
ら
見
え
る
。
陳
延
之
の
説
は
明
ら
か
に
そ
れ
ら
を

踏
襲
し
、
有
害
効
果
を
二
つ
の
段
階
に
分
け
て
い
る
。
生
体
が
こ
れ
に
耐
え
ら
れ
る
程
度
が
第
一
段
階
。
生
体
が
耐
え
ら
れ
ず
病
態
の
悪
化
を

招
く
程
度
が
第
二
段
階
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
の
第
一
段
階
は
、
現
代
薬
理
学
の
安
全
域
の
概
念
に
相
当
す
る
。
ま
た
い
ず
れ
に
し
て
も
、

有
害
効
果
の
程
度
は
単
に
薬
用
量
だ
け
で
な
く
、
生
理
状
態
や
機
能
と
の
関
連
か
ら
予
測
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
そ
の
有
害
効
果
は
、
『
神
農

（
三
七
）

本
草
経
』
な
ど
に
毒
性
と
用
量
、
服
用
期
間
か
ら
注
意
さ
れ
て
い
る
薬
物
中
毒
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に
彼
が
こ
こ
で
増
減
を
指
示
す
る
薬
物
の

全
て
に
、
い
わ
ゆ
る
毒
性
が
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
と
こ
ろ
で
彼
は
第
一
条
で
、
医
療
の
本
質
が
急
性
疾
患
の
治
療
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て

（
三
八
）

い
た
。
『
素
問
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
発
熱
な
ど
を
伴
う
急
性
疾
患
の
初
期
治
療
は
ま
ず
発
汗
薬
、
次
い
で
鳫
下
薬
の
投
与
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
ら
で
体
力
の
衰
え
た
患
者
を
強
く
攻
撃
す
る
と
病
態
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
『
小
品
方
』
の
序
文
や
引
用
文
献
に
も
言
及
さ

（
三
九
）

れ
る
張
仲
景
が
常
に
注
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
『
名
医
別
録
」
に
も
発
汗
解
熱
薬
の
代
表
で
あ
る
麻
黄
に
つ
い
て
、
「
人
体
を
衰
弱
さ

（
四
○
）

せ
る
の
で
多
量
を
服
用
し
て
は
い
け
な
い
」
と
注
意
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
陳
延
之
が
前
提
と
す
る
有
害
効
果
の
概
念
は
、
発
汗
薬
や
鳫
下
薬

な
ど
の
作
用
、
す
な
わ
ち
生
体
を
攻
撃
し
病
因
を
汗
や
大
便
と
共
に
体
外
へ
追
い
出
す
効
果
を
背
景
に
し
て
い
る
、
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
こ
の

よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
有
用
・
有
害
効
果
が
同
時
に
存
在
す
る
薬
理
の
二
面
性
、
そ
し
て
安
全
域
の
認
識
に
よ
る
有
害
効
果
の
段
階
性
も

容
易
に
説
明
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
概
念
が
、
は
た
し
て
全
伝
統
薬
物
の
作
用
解
釈
に
応
用
可
能
か
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
の
余
地
も
あ
る
。
と

は
い
え
、
彼
の
時
代
に
は
有
害
効
果
が
こ
の
よ
う
な
論
理
的
概
念
に
整
理
さ
れ
、
現
代
の
薬
理
学
と
少
な
か
ら
ぬ
共
通
点
が
見
出
せ
る
こ
と

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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は
、
歴
史
的
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
④
と
⑤
は
共
通
し
た
概
念
で
、
④
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
の
が
⑤
で
あ
る
。
一
方
④
は
③
と
対
の
概
念
で
、
体
力
が
あ
る
と
「
③
薬
の
有

害
効
果
に
耐
え
る
」
ば
か
り
で
な
く
、
「
④
有
用
効
果
を
も
打
ち
消
し
そ
の
作
用
を
減
弱
さ
せ
る
」
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
の
④
の
概
念
が

形
成
さ
れ
る
背
景
に
、
強
壮
者
・
若
者
（
体
格
が
良
く
体
重
が
あ
る
）
は
薬
用
量
が
少
な
い
と
効
果
も
少
な
い
。
小
児
・
老
人
・
虚
弱
者
（
体

（
四
一
）

格
が
悪
く
体
重
が
な
い
）
は
少
な
い
薬
用
量
で
も
効
果
が
あ
る
、
と
い
う
経
験
の
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
有
害
効
果
と

関
連
さ
せ
つ
つ
、
そ
れ
を
「
体
力
は
薬
の
効
果
を
弱
め
る
」
と
概
念
化
す
る
例
は
、
現
存
す
る
陳
延
之
以
前
の
文
献
に
記
載
が
見
ら
れ
な
い
よ

（
四
二
）

う
だ
。
あ
る
い
は
小
児
・
老
人
の
薬
用
量
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
当
然
な
た
め
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
④
の
よ
う
に
概
念
化
す
る

こ
と
は
、
陳
延
之
以
前
に
発
想
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
④
の
体
力
を
体
重
（
血
液
量
）
な
い
し
は
消
化
吸
収
や
肝
機
能
な

ど
の
生
理
状
態
と
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
代
の
薬
物
動
態
学
に
も
通
用
す
る
認
識
で
あ
る
。

そ
し
て
④
を
発
展
さ
せ
た
⑤
は
、
ま
さ
に
薬
理
学
や
薬
物
動
態
学
に
お
け
る
耐
性
な
ど
に
相
当
す
る
概
念
で
あ
る
。
さ
て
麻
黄
や
大
黄
な
ど

の
有
害
効
果
を
背
景
に
、
彼
が
③
を
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
先
の
検
討
よ
り
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
大
黄
を
便
秘
症
に
連
用
す
る
と
、
次

第
に
用
量
を
増
や
さ
ね
ば
一
定
の
通
便
効
果
が
維
持
さ
れ
な
い
の
は
、
臨
床
上
し
ば
し
ば
観
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
耐
性
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
麻
黄
の
主
要
有
効
成
分
の
一
つ
で
あ
る
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
の
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
様
作
用
も
、
短
時
間
の
反
復
投
与
で
は
回
を
追

う
ご
と
に
低
下
す
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
タ
キ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
の
代
表
例
と
し
て
、
薬
理
学
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
現
在
こ

の
よ
う
な
作
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
他
の
天
然
薬
物
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
や
ア
ヘ
ン
な
ど
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
薬
物
の
⑤
に
類
似

し
た
認
識
は
、
『
小
品
方
』
以
前
の
現
存
医
学
文
献
に
発
見
さ
れ
な
い
。
す
る
と
陳
延
之
が
⑤
の
概
念
を
述
べ
る
背
景
に
、
は
た
し
て
大
黄
や

麻
黄
な
ど
の
こ
の
よ
う
な
作
用
の
観
察
が
あ
っ
た
か
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
視
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
ア
ル
コ
ー
ル
を
例
に
考
え

る
な
ら
ば
、
人
類
が
発
見
し
た
時
点
か
ら
そ
の
耐
性
は
日
常
的
に
観
察
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
彼
が
根
拠
と
し
た
物
質
の
同
定
は
困

難
だ
が
、
⑤
は
耐
性
な
ど
に
相
当
す
る
概
念
の
記
載
と
し
て
医
学
史
上
に
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
第
三
条
’
八
条
に
て
指
示
さ
れ
る
薬
用
量
の
多
・
少
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
こ
の
結
果
、
用
量
が
判
断
さ
れ
る
論
理
の
い

ず
れ
の
面
に
お
い
て
も
、
個
体
生
理
の
認
識
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
ま
さ
し
く
そ
こ
に
は
、
第
一
条
・
二
条
に
て
主
張

さ
れ
た
「
発
病
後
の
医
療
に
お
け
る
養
生
」
の
具
体
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
薬
の
効
果
と
人
体
生
理
と
の
関
係
に
は
、
現
代
に
も
通
用
す
る
概

念
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
記
載
の
独
自
性
あ
る
い
は
歴
史
的
背
景
は
、
信
頼
に
耐
え
る
現
存
文
献
が
あ
ま
り
に
少
な
い
た
め
、
い
ず

れ
も
推
定
の
域
を
出
な
い
。
た
だ
し
、
一
つ
だ
け
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
か
く
も
詳
細
な
議
論
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
医
学

の
基
本
概
念
で
あ
る
陰
陽
説
と
五
行
説
の
理
論
が
一
切
使
用
さ
れ
ず
、
代
わ
り
に
図
２
に
整
理
さ
れ
た
概
念
と
論
理
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
「
内
経
」
を
代
表
と
す
る
伝
統
的
医
療
思
想
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
対
比
す
べ
き
観
点
を
強
調
す
る
彼
独
自
の
合
理
主

義
が
窺
わ
れ
る
。

（
四
三
）

第
九
条
に
は
、
女
性
の
月
経
に
対
す
る
配
慮
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

九
条
》
少
女
・
婦
人
の
治
療
は
（
男
性
と
）
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、
少
女
で
も
十
六
歳
以
上
は
月
経
が
始
ま
っ
て
い
る
。
も
し
月
経
中
に

（
四
四
）

風
・
寒
さ
．
冷
え
・
湿
気
な
ど
に
よ
る
季
節
病
に
か
か
る
と
、
月
経
と
病
気
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
各
々
（
の
症
状
）
は
区
別
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
区
別
せ
ず
に
治
療
す
る
と
両
者
は
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
病
態
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
処
方
は
月
経
に
つ
い
て
問
診
し
て
か
ら
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
（
以
下
略
）
。

月
経
期
間
中
は
疾
病
の
症
状
が
通
常
と
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
月
経
中
で
あ
る
こ
と
が
見
落
さ
れ
る
と
、
疾
病
の
本
質
を
誤
解
し
た
治
療
で

（
四
五
）

病
態
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
当
条
文
の
主
眼
は
こ
れ
を
注
意
す
る
こ
と
に
あ
る
。
『
素
問
』
に
少
女
は
十
四
歳
で
月
経
が
始
ま
る
と
記
載
さ

（
四
六
）

れ
る
が
、
こ
こ
で
十
六
歳
に
し
て
い
る
の
は
、
遅
く
と
も
十
六
歳
に
は
全
て
の
少
女
に
月
経
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
目
的
で
あ
ろ
う
。

（
四
七
）

さ
て
月
経
と
季
節
病
の
傷
寒
な
ど
が
重
な
る
と
へ
普
通
と
違
う
症
状
が
表
わ
れ
る
こ
と
は
張
仲
景
の
『
金
置
要
略
』
に
も
記
載
が
見
え
、
症

口
月
経
へ
の
注
意
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に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

状
に
応
じ
た
治
療
法
な
ど
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
当
条
文
で
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
ま
ず
月
経
の
関
与
の
有
無
、
つ
い
で
月
経
と
疾
病
本
来
の

症
状
を
区
別
す
る
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
個
体
の
生
理
的
症
状
と
病
理
変
化
の
判
別
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
も
し
区

別
せ
ず
に
治
療
す
る
と
病
態
が
悪
化
す
る
と
い
う
が
、
そ
の
理
由
は
月
経
と
病
気
が
影
響
し
あ
う
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
当
条
文
は
第
三

’
八
条
の
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
そ
の
理
由
の
背
景
に
は
、
図
２
の
よ
う
に
生
理
（
月
経
）
・
病
理
（
季
節
病
）
・
薬
理
（
薬
物
治
療
）

の
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
当
条
文
で
は
体
力
な
ど
月
経
時
の
生
理
状
態
ま
で
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
病
態
の
悪
化
に
つ

い
て
図
２
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
応
用
し
た
説
明
は
で
き
な
い
。
と
も
あ
れ
当
条
文
に
お
い
て
も
、
個
体
生
理
を
認
識
す
る
こ
と
の
治
療
に
お
け

る
重
要
性
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

十
条
叩
江
西
・
江
北
地
方
は
冬
の
訪
れ
が
早
く
、
江
東
地
方
よ
り
寒
さ
が
厳
し
い
。
そ
れ
で
そ
こ
に
住
む
人
の
陽
気
は
早
い
う
ち
か
ら
体
内

に
潜
伏
し
、
腎
気
を
保
養
す
る
。
ま
た
春
の
訪
れ
も
遅
い
の
で
、
皮
層
は
し
っ
か
り
と
締
ま
っ
て
お
り
、
外
か
ら
湿
気
の
病
因
を
侵
入
さ

せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
脚
気
や
の
ぼ
せ
に
か
か
る
人
が
少
な
く
、
毒
虫
に
刺
さ
れ
て
も
ひ
ど
い
病
気
に
な
ら
な
い
。

十
一
条
“
江
東
・
嶺
南
地
方
は
冬
の
訪
れ
が
遅
く
、
寒
さ
も
軽
い
。
す
る
と
そ
こ
に
住
む
人
の
陽
気
は
体
内
に
潜
伏
せ
ず
、
腎
気
が
弱
く
な

る
。
そ
の
上
、
冬
も
暖
か
い
の
で
皮
層
は
蒸
し
上
げ
ら
れ
て
締
ま
り
が
な
く
、
外
か
ら
湿
気
の
病
因
を
侵
入
さ
せ
て
し
ま
う
。
ま
た
春
に

な
る
と
陽
気
が
体
外
に
漏
れ
出
て
し
ま
い
、
逆
に
陰
気
が
体
内
に
増
加
す
る
の
で
、
侵
入
し
た
湿
気
の
病
因
の
勢
い
も
強
ま
る
。
し
た
が

っ
て
の
ぼ
せ
・
脚
気
・
温
瘡
（
マ
ラ
リ
ア
の
一
種
）
・
黄
疸
に
か
か
る
人
が
多
く
、
毒
虫
に
刺
さ
れ
て
な
る
色
々
な
病
気
も
多
い
・

十
二
条
や
風
土
に
合
せ
て
処
方
を
運
用
す
る
原
則
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
冷
え
の
あ
る
病
気
の
場
合
、
江
西
・
江
北
地
方

白
居
住
地
方
と
体
質
・
疾
病
・
薬
用
量

（
四
八
）
（
四
九
）
（
五
○
）

第
十
・
十
一
条
は
居
住
地
方
に
よ
る
体
質
と
か
か
り
や
す
い
疾
病
の
相
違
、
第
十
二
条
は
そ
れ
を
基
に
し
た
薬
用
量
の
加
減
が
以
下
の
よ
う
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の
患
者
に
は
暖
め
る
薬
の
分
量
を
多
く
、
江
東
・
嶺
南
地
方
の
患
者
に
は
少
な
く
処
方
す
る
。
適
応
症
が
同
じ
で
も
構
成
薬
の
違
う
処
方

が
あ
る
の
は
皆
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
（
以
下
略
）
。

陳
延
之
は
序
文
①
の
前
半
で
次
の
よ
う
に
当
時
の
医
者
を
批
判
す
る
。
「
（
近
頃
の
医
者
は
）
風
土
が
異
な
れ
ば
人
の
体
質
や
抵
抗
力
も
異
な

（
五
一
）

る
こ
と
を
言
わ
な
い
。
（
中
略
）
嶺
南
で
服
用
し
て
効
果
が
あ
っ
た
薬
で
も
、
准
北
で
治
療
に
用
い
る
と
逆
に
害
と
な
る
」
「
（
古
来
の
処
方
を

（
二
五
）

用
い
る
医
者
も
）
住
む
地
方
に
よ
り
気
温
の
変
化
に
違
い
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
、
と
。
第
十
’
十
二
条
は
彼
の
こ
の
よ
う
な
批
判
精
神

を
基
に
、
具
体
的
に
発
病
傾
向
の
分
析
と
治
療
に
お
け
る
薬
の
加
減
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
趣
旨
で
、
彼
は
灸
の
大
き
さ
に
つ

（
五
二
）

い
て
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
体
質
・
疾
病
と
医
療
の
地
方
性
に
つ
い
て
、
『
素
問
』
に
は
五
行
説
に
基
づ
き
中
国
を
東
西
南
北
と
中
央
の
五
地

（
五
三
）

方
に
分
け
て
説
明
す
る
も
の
と
、
寒
い
北
方
・
西
方
と
熱
い
南
方
・
東
方
に
二
分
し
て
説
明
す
る
二
説
が
あ
る
。
陳
延
之
の
論
説
は
後
者
と
同

（
五
四
）

様
の
立
場
で
あ
り
、
居
住
地
方
の
気
象
差
で
人
の
皮
層
機
能
や
治
療
方
法
が
異
な
る
、
な
ど
の
表
現
ま
で
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
『
霊
枢
』
に

（
五
五
）

は
五
行
説
を
二
重
に
利
用
し
て
体
質
を
二
五
種
に
分
類
す
る
説
が
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
陳
延
之
の
論
説
と
全
く
立
場
を
異
に
す
る
。

（
九
、
一
二
）

し
か
し
地
方
性
が
こ
の
よ
う
に
幾
度
も
強
調
さ
れ
る
理
由
は
、
な
に
よ
り
も
彼
が
生
活
し
て
い
た
時
代
背
景
に
こ
そ
求
め
ら
れ
よ
う
。
当
時

（
五
六
）

の
中
国
は
北
と
南
に
政
府
が
対
立
し
、
各
ゐ
に
興
亡
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
し
て
『
千
金
方
』
に
記
さ
れ
る
ご
と
く
、
西
方
・
北
方
か
ら
の

異
民
族
の
侵
入
で
西
晋
の
永
嘉
年
間
（
三
○
七
’
三
一
二
）
に
南
へ
移
住
を
始
め
た
漢
民
族
は
、
そ
れ
ま
で
未
経
験
で
あ
っ
た
南
方
特
有
の
疾

病
に
遭
遇
し
た
。
彼
が
本
書
の
引
用
書
目
で
萢
汪
や
羊
欣
の
害
に
注
を
し
て
、
「
こ
れ
は
苑
東
陽
が
北
か
ら
南
へ
来
て
か
ら
著
し
た
も
の
で
あ

（
五
七
）

る
」
「
こ
れ
は
（
羊
中
散
が
）
元
嘉
年
間
（
四
二
四
’
四
五
三
）
に
江
東
の
新
安
で
著
し
、
江
東
で
効
果
の
あ
っ
た
処
方
を
収
載
し
て
い
る
の
で
現

（
五
八
）

在
も
使
用
で
き
る
」
、
と
解
説
す
る
の
は
皆
こ
の
理
由
に
よ
る
。
第
十
’
十
二
条
に
記
さ
れ
る
地
方
名
が
い
ず
れ
も
長
江
を
中
心
に
区
分
さ
れ

た
、
南
方
の
東
西
南
北
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
河
北
や
関
中
な
ど
、
北
方
の
黄
河
流
域
地
方
が
言
及
さ
れ
な
い
こ
と
に
も
、
彼
の
こ
う
し
た
南

の
風
土
へ
の
配
慮
が
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
北
・
南
の
寒
・
暖
は
当
然
で
あ
る
が
、
中
国
の
西
方
が
寒
い
の
は
内
陸
で
高
地
で
あ
る
た
め
。
東
方
が
暖
か
い
の
は
、
低
地
で
太
平
洋
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す
る
と
陳
延
之
の
論
説
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
「
腎
気
」
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
「
陽
気
」
）
で
も
あ
る
の
で
、
寒
い
期
間
の
長

い
北
方
・
西
方
の
人
で
は
、
体
表
の
「
陽
気
」
（
体
温
）
が
寒
さ
を
避
け
て
体
内
に
入
り
「
腎
気
」
を
強
め
る
。
逆
に
高
温
多
湿
地
方
で
ば
、

冬
で
も
体
表
の
「
陽
気
」
が
体
内
に
入
ら
な
い
の
で
「
腎
気
」
が
保
養
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
春
夏
に
は
「
陽
気
」
が
ゆ
る
ん
だ
皮
層

か
ら
体
外
に
発
散
さ
れ
る
の
で
、
相
対
的
に
体
内
の
「
陰
気
」
（
体
液
）
が
強
ま
る
。
そ
こ
に
湿
気
が
侵
入
す
る
と
、
「
陰
気
」
の
協
力
を
得
て

に
面
し
た
高
温
多
湿
の
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
の
た
め
で
あ
る
。
第
十
・
十
一
条
は
こ
の
気
象
の
地
方
差
を
基
本
に
、
西
方
・
北
方
は
寒
い
の
で
湿

気
が
体
内
に
侵
入
せ
ず
脚
気
や
虫
刺
さ
れ
に
よ
る
病
気
が
少
な
く
、
東
方
・
南
方
は
暖
か
い
の
で
そ
れ
ら
の
病
気
が
多
い
と
説
明
さ
れ
る
。
こ

の
論
理
展
開
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
脚
気
な
ど
の
発
病
が
生
体
側
の
因
子
を
前
提
と
し
、
病
因
と
し
て
の
湿
気
は
二
次
的
因
子
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
生
体
側
の
因
子
と
は
、
第
一
に
皮
膚
の
機
能
、
第
二
に
「
腎
気
」
の
強
弱
で
あ
り
へ
こ
れ
ら
生
理
の
傾
向
は
一
種
の
体
質
と

い
え
よ
う
。
皮
層
機
能
が
湿
気
の
体
内
へ
の
侵
入
に
関
係
す
る
と
い
う
素
朴
な
発
想
は
、
伝
統
的
病
理
思
想
と
し
て
も
理
解
し
や
す
い
。
で
は

な
ぜ
「
腎
気
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
五
九
）
（
六
○
）

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
病
気
は
主
に
脚
気
で
あ
る
。
こ
の
病
は
『
素
問
』
に
「
瘻
厭
」
、
『
名
医
別
録
』
に
は
「
脚
満
」
と
記
さ
れ
、

『
小
品
方
』
な
ど
六
朝
時
代
の
医
書
で
は
主
に
「
脚
弱
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
現
在
の
「
脚
気
」
と
い
う
病
名
が
定
着
し
た
の
は
お
よ
そ
『
諸

（
一
ハ
ー
）

病
源
候
論
』
（
六
一
○
）
以
降
で
、
こ
れ
が
ビ
タ
ミ
ン
且
欠
乏
症
で
あ
る
こ
と
の
決
定
は
、
一
九
二
○
年
に
発
表
さ
れ
た
大
森
の
研
究
ま
で
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
日
か
ら
見
れ
ば
当
然
で
あ
る
が
、
こ
の
病
が
中
国
南
方
に
多
発
し
た
の
は
南
の
上
流
階
級
が
白
米
を
主
食
と
し
た
た

（
｛
ハ
ー
ー
）

め
、
ビ
タ
ミ
ン
日
欠
乏
に
陥
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
脚
気
は
進
行
す
る
と
浮
腫
や
尿
閉
が
現
わ
れ
る
が
、
葛
洪
（
二
八
三
’
三
四
三
）
の
記
述
に

あ
る
ご
と
く
、
そ
の
症
状
は
早
く
か
ら
正
確
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
「
内
経
」
系
の
医
書
に
記
さ
れ
る
伝
統
的
概
念
に
よ
れ
ば
、

「
腎
気
」
は
生
命
の
根
源
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
、
水
分
の
代
謝
・
排
泄
は
そ
の
機
能
の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
浮
腫
や
尿
閉
は
水

分
の
代
謝
・
排
泄
異
常
の
結
果
な
の
で
、
病
因
と
し
て
の
湿
気
ば
か
り
で
な
く
、
生
体
側
の
因
子
と
し
て
「
腎
気
」
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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弱
っ
た
「
腎
気
」
の
水
分
代
謝
機
能
を
さ
ら
に
阻
害
し
、
浮
腫
な
ど
を
伴
う
疾
病
を
起
こ
す
、
と
。
ま
た
脚
気
と
前
後
し
て
記
さ
れ
る
「
の
ぼ

せ
」
（
原
文
は
「
上
気
」
）
も
、
こ
の
「
陽
気
」
の
移
動
か
ら
同
様
に
説
明
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
、
脚
気
症
状
の
一
つ

（
エ
ハ
ー
ニ
）

で
あ
る
心
悸
冗
進
に
解
釈
す
る
の
が
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
脚
気
を
「
腎
気
」
と
関
連
さ
せ
る
記
載
は
、
『
諸
病
源
候
論
』
を
初

（
六
四
）

め
と
し
て
『
小
品
方
』
以
降
の
医
書
に
多
く
見
ら
れ
る
。
す
る
と
、
蘇
敬
が
「
近
頃
の
医
者
の
多
く
は
『
小
品
方
』
の
（
脚
気
）
説
に
従
っ
て

（
六
五
）

い
る
」
と
述
べ
る
の
は
、
あ
る
い
は
陳
延
之
の
こ
の
よ
う
な
脚
気
の
発
病
背
景
の
解
釈
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ち
な
象
に
、
彼
が
マ
ラ
リ
ア
と
区
別
し
て
「
毒
虫
に
刺
さ
れ
て
な
る
病
気
」
と
述
べ
る
も
の
は
、
虫
に
刺
さ
れ
て
起
こ
っ
た
こ
と
が
具
体
的

に
わ
か
る
疾
病
。
す
な
わ
ち
、
皮
層
の
腫
脹
・
化
膿
な
ど
を
初
期
症
状
と
す
る
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
皮
膚
機

能
と
の
関
連
か
ら
地
方
に
よ
り
発
病
に
差
が
あ
る
、
と
す
る
陳
延
之
の
論
説
が
納
得
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
温
暖
・
多
湿
な
地
方
に
は
、
毒
虫
と

さ
れ
る
小
動
物
や
そ
れ
ら
を
媒
介
と
す
る
伝
染
病
ば
か
り
で
な
く
、
食
中
毒
な
ど
北
方
と
は
か
な
り
様
相
を
異
に
す
る
疾
病
が
多
い
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
地
方
特
有
の
疾
病
は
、
単
に
湿
気
や
毒
虫
な
ど
の
外
的
因
子
（
病
因
）
の
象
で
は
起
こ
ら
ず
、
そ
の
風
土
に
応
じ
た
体
質
を
前
提

に
初
め
て
発
病
す
る
、
と
彼
は
主
張
す
る
。
こ
こ
に
は
個
体
生
理
の
概
念
が
治
療
ば
か
り
で
な
く
、
発
病
機
序
の
解
釈
に
も
導
入
さ
れ
て
い
る

第
十
・
十
一
条
で
は
治
療
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
な
い
が
、
第
十
二
条
で
は
具
体
的
に
薬
用
量
の
加
減
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
第
十
・
十
一
条

は
、
気
温
の
地
方
差
に
よ
り
湿
気
が
病
因
と
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
た
が
、
第
十
二
条
で
は
気
温
の
地
方
差
の
承
が
問
題
と
さ
れ

て
い
る
。
疾
病
も
具
体
的
な
脚
気
な
ど
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
「
冷
え
の
あ
る
病
気
」
（
原
文
は
「
冷
病
」
）
と
い
う
一
例
だ
け
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
そ
の
論
旨
は
明
快
で
、
同
じ
「
冷
え
」
を
訴
え
る
患
者
で
も
、
寒
冷
地
方
の
者
に
は
暖
め
る
薬
を
多
く
、
温
暖
地
方
の
者
に
は
少
な
く

す
る
、
と
指
示
さ
れ
る
。
し
か
も
「
冷
え
」
は
様
々
な
疾
病
に
附
随
す
る
一
般
的
症
状
な
の
で
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
の
応
用
性
は
高

（
一
ハ
士
ハ
）

い
。
さ
て
こ
の
論
理
の
根
底
に
、
『
神
農
本
草
経
』
や
『
素
問
』
に
記
さ
れ
る
「
冷
え
に
は
暖
め
る
薬
、
熱
に
は
冷
や
す
薬
」
、
と
い
う
治
療
原

則
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
当
原
則
に
、
第
三
’
八
条
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
居
住
風
土
と
い
う
個
体
因
子
の
観
点
が
導

の
を
見
い
出
せ
る
。

（17）451



（
六
七
）
（
六
八
）

第
十
三
’
十
七
条
は
治
療
の
基
本
方
針
と
注
意
の
論
説
で
あ
る
。
第
十
三
条
は
そ
の
総
論
で
、
第
十
四
条
は
主
に
下
剤
に
よ
る
治
療
。
第

（
六
九
）
（
七
○
）
（
七
一
）

十
五
条
は
主
に
保
養
剤
に
よ
る
回
復
。
第
十
六
条
は
下
剤
・
保
養
剤
に
よ
る
発
病
予
防
。
第
十
七
条
は
全
体
の
総
括
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
や
や
長
文
で
あ
る
が
、
当
篇
の
結
論
に
も
相
当
す
る
内
容
な
の
で
、
以
下
に
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

十
三
条
蝉
病
気
に
は
重
い
熱
病
で
も
体
力
や
食
欲
が
衰
え
ず
、
行
動
も
通
常
と
変
わ
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
元
を
体
力
の
あ
る
人
で

も
、
軽
い
病
気
で
た
ち
ま
ち
食
欲
や
睡
眠
が
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。

そ
の
内
軽
い
も
の
は
休
養
で
自
然
に
治
り
、
湯
剤
を
服
用
す
れ
ば
一
’
二
日
以
内
で
治
癒
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
少
し
重
い
も
の

入
さ
れ
、
そ
の
相
違
か
ら
薬
用
量
の
加
減
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
通
常
の
臨
床
は
同
一
地
方
の
患
者
が
対
象
な
の
で
、
こ
の

よ
う
な
加
減
の
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
当
条
文
の
意
図
は
、
医
者
が
臨
床
を
行
な
う
地
方
を
変
え
た
場
合
、
ま
た
別
な
地
方
で
作
成
さ
れ
た
処

方
を
利
用
す
る
場
合
の
注
意
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
当
条
文
で
薬
用
量
の
地
方
差
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
、
「
適
応
症
が
同
じ
で
も
構
成
薬
の
違
う

処
方
が
あ
る
の
は
、
皆
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
」
、
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
第
十
’
十
二
条
に
て
述
べ
ら
れ
る
、
患
者
の
居
住
風
土
に
係
わ
る
問
題
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
体
質
傾
向
・
発
病
機
序
・

薬
用
量
の
い
ず
れ
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
居
住
風
土
を
一
種
の
個
体
因
子
と
し
て
第
一
前
提
に
考
え
る
陳
延
之
の
論
理
が
理
解
さ
れ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
は
『
素
問
』
「
神
農
本
草
経
』
な
ど
の
説
を
根
底
と
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
当
時
の
政
治
的
状
況
が
色
濃
く
影
を
落
し
て

い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
論
説
に
は
五
行
説
が
一
切
利
用
さ
れ
ず
、
伝
統
医
学
の
概
念
的
用
語
は
わ
ず
か
「
陽
気
・
陰
気
・
腎

気
」
の
象
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
な
ど
は
説
明
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
彼
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
現
象
の
解
釈
結
果
に
あ
り
、
そ

の
論
理
の
詳
細
は
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
本
書
の
入
門
書
と
し
て
の
性
格
だ
け
で
な
く
、
陳
延
之
の
実
践
的
医
療
姿
勢
を
窺

う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

四
疾
病
タ
イ
プ
と
治
療
方
針
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は
、
治
癒
に
一
か
月
も
か
か
る
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
に
し
て
も
脈
診
に
精
通
し
な
い
と
、
発
病
し
た
ば
か
り
の
頃
は
、
治
癒
ま
で
に

一
か
月
か
か
る
か
ど
う
か
も
解
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
五
日
か
三
日
す
る
と
治
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
湯
剤
を
毎
日
服
用
さ
せ
て
は
い
け

な
い
。
な
ぜ
な
ら
病
因
は
す
で
に
除
去
さ
れ
て
い
る
が
、
体
力
が
ま
だ
平
常
に
回
復
し
て
い
な
い
の
で
、
休
養
だ
け
が
必
要
な
場
合
も
あ

る
か
ら
。
こ
の
よ
う
な
時
は
五
日
か
三
日
（
休
養
さ
せ
た
）
後
に
、
も
う
一
度
症
状
に
合
わ
せ
て
投
薬
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
元
点
体
力
が
あ
る
人
で
も
風
や
寒
さ
を
避
け
ず
、
あ
る
い
は
体
に
悪
い
こ
と
を
し
て
急
激
に
生
命
の
源
を
枯
渇
し
て
い
る
者
は
、

軽
い
病
気
で
あ
っ
て
も
安
易
に
潟
下
薬
を
投
与
し
て
は
い
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
も
し
下
痢
さ
せ
て
し
ま
う
と
、
た
ち
ま
ち
生
命
の
源
が
さ

ら
に
枯
渇
す
る
の
で
寝
た
き
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
が
一
年
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
か
ら
。
こ
の
よ
う
な
時
の
治
療

は
、
ま
ず
（
攻
撃
で
も
保
養
で
も
な
い
）
和
平
薬
の
投
与
か
ら
始
め
、
そ
の
後
に
下
痢
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
薬
を
潟
下
薬
に
変
え

れ
ば
よ
い
。
た
だ
し
、
小
児
は
そ
の
後
も
鳫
下
薬
を
投
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
治
療
の
基
本
方
針
は
以
上
の
よ
う
で
あ
れ
ば
よ
い
。

十
四
条
“
慢
性
病
患
者
に
涜
下
の
湯
剤
を
服
用
さ
せ
る
べ
き
場
合
は
、
必
ず
し
も
一
日
分
（
数
回
服
用
）
全
部
を
飲
ま
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。

ま
ず
は
一
’
二
服
さ
せ
、
そ
の
下
痢
の
程
度
を
観
察
す
る
と
と
も
に
、
一
日
休
息
さ
せ
て
下
痢
を
お
さ
め
る
。
そ
れ
で
病
因
が
ま
だ
除
去

さ
れ
て
い
な
い
時
は
、
翌
日
さ
ら
に
一
日
分
を
追
加
す
る
が
、
全
部
を
服
用
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
も
し
そ
う
す
る
と
、
い
た
ず
ら
に
前

回
と
今
回
の
下
痢
の
勢
い
を
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
。
一
日
分
全
部
を
服
用
で
き
る
体
力
が
あ
る
者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
制
限
を
し
な
く

て
よ
い
。
鳫
下
薬
で
除
去
す
べ
き
病
因
の
あ
る
者
に
は
、
ま
ず
湯
剤
や
次
に
丸
・
散
剤
の
潟
下
薬
を
投
与
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
時
左

は
湯
剤
も
投
与
し
て
丸
・
散
剤
の
作
用
を
助
け
る
と
よ
い
。

十
五
条
誼
潟
下
の
湯
剤
で
治
癒
し
た
者
に
は
、
そ
の
後
（
体
力
が
消
耗
し
て
い
て
も
）
保
養
の
湯
剤
を
決
し
て
投
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
も
し
保
養
す
る
と
病
気
の
勢
い
を
ま
た
す
ぐ
に
回
復
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
で
さ
ら
に
漏
下
薬
を
投
与

す
る
と
、
患
者
の
体
力
を
一
層
消
耗
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
潟
下
薬
で
治
癒
し
た
が
、
体
力
が
ま
だ
平
常
に
回
復
し

て
い
な
い
者
に
は
、
ま
ず
休
養
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
服
薬
さ
せ
て
よ
い
者
に
は
（
攻
撃
で
も
保
養
で
も
な
い
）
和
平
薬
で
体
力
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さ
て
、
第
十
二
条
ま
で
は
主
に
発
病
や
初
診
時
の
診
療
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、
第
十
三
’
十
七
条
は
主
に
発
病
か
ら
治
癒
、
さ
ら
に
そ
の

後
に
い
た
る
間
の
論
説
で
あ
る
。
各
条
文
は
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
た
以
外
の
観
点
も
加
え
ら
れ
、
陳
延
之
の
医
学
認
識
が
ト
ー
タ
ル
に
表
現
さ

れ
た
当
篇
全
体
の
総
括
的
論
説
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
議
論
も
相
当
に
入
り
組
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
個
々
の
検
討
を
す
る
前
に
、
各
々
の
論
点

と
相
互
関
係
を
簡
単
に
整
理
し
、
全
体
の
流
れ
を
展
望
し
て
お
き
た
い
。

第
十
三
条
の
主
眼
は
、
潟
下
薬
で
体
力
を
消
耗
さ
せ
な
い
よ
う
に
治
療
す
る
こ
と
と
、
体
力
の
回
復
を
予
後
の
判
定
基
準
、
つ
ま
り
治
癒
の

最
終
目
標
と
す
る
こ
と
の
二
点
に
あ
る
。
前
者
は
次
の
第
十
四
条
で
、
後
者
は
第
十
五
・
十
七
条
で
さ
ら
に
具
体
的
に
論
説
さ
れ
て
い
る
。
第

を
調
和
し
て
ゆ
く
の
が
よ
い
。
そ
れ
で
体
力
が
平
常
に
回
復
す
る
ば
か
り
に
な
り
、
保
養
の
丸
・
散
剤
を
（
患
者
が
）
希
望
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
分
量
を
よ
く
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

十
六
条
”
い
つ
も
病
気
ば
か
り
し
て
い
る
が
日
常
行
動
に
は
影
響
が
な
く
、
体
力
も
ま
だ
衰
え
て
い
な
い
人
が
保
養
薬
を
希
望
す
る
な
ら

ば
、
体
に
熱
が
あ
る
か
冷
え
が
あ
る
か
に
合
わ
せ
て
丸
・
散
剤
を
使
い
分
け
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
潟
下
の
湯
剤
で
下
痢
さ
せ
、
胸
や
腹
の

中
に
蓄
積
し
た
も
の
や
病
的
体
液
を
除
去
し
、
そ
の
後
に
保
養
の
丸
・
散
剤
を
投
与
す
る
。

一
方
、
体
力
の
な
い
人
が
長
期
に
保
養
薬
を
服
用
し
、
あ
る
い
は
腹
中
に
食
物
が
停
滞
し
、
そ
れ
ら
が
害
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
た
だ

潟
下
薬
で
そ
れ
ら
を
除
去
す
る
だ
け
で
よ
い
。
他
方
、
平
常
よ
り
体
力
の
あ
る
人
が
急
激
に
衰
弱
し
た
場
合
、
弱
い
保
養
薬
で
調
和
す
る

だ
け
で
よ
く
、
急
に
保
養
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
急
激
な
衰
弱
は
弱
く
保
養
す
る
と
平
常
に
戻
り
や
す
い
が
、
過
度
に
保
養
す
る

と
し
ば
し
ば
（
胸
腹
に
）
つ
か
え
が
生
じ
て
害
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

十
七
条
“
極
端
に
衰
弱
し
た
病
気
に
は
保
養
の
湯
剤
、
風
に
よ
る
病
気
に
は
そ
れ
を
治
す
湯
剤
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
も
五
日

や
三
日
の
服
用
で
は
治
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
強
い
衰
弱
に
風
の
病
因
が
重
な
る
と
、
数
十
日
か
ら
百
日
以

上
も
服
薬
を
続
け
て
よ
う
や
く
治
癒
に
至
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
間
も
、
体
の
冷
え
や
熱
、
便
通
の
状
態
に
応
じ
て
処
方
を
適
宜
加
減
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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十
四
条
の
主
眼
は
、
湯
剤
の
作
用
が
丸
・
散
剤
よ
り
強
い
こ
と
、
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
潟
下
薬
の
湯
剤
と
丸
・
散
剤
の
具
体
的
な
使
い
分
け

と
注
意
の
二
点
で
あ
る
。
前
者
は
ま
た
次
の
第
十
五
・
十
六
条
に
も
応
用
さ
れ
る
。
第
十
五
条
は
、
潟
下
薬
使
用
後
の
衰
弱
し
た
体
力
を
回
復

さ
せ
る
具
体
的
な
方
法
と
再
発
防
止
の
注
意
で
、
休
息
の
他
に
和
平
薬
と
保
養
の
丸
・
散
剤
の
使
用
順
序
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
第
十
六
条
は

発
病
予
防
が
必
要
な
場
合
の
三
例
を
挙
げ
、
潟
下
薬
と
保
養
薬
の
使
用
順
序
、
ま
た
湯
剤
と
丸
・
散
剤
の
使
い
分
け
と
注
意
が
具
体
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
第
十
七
条
は
当
篇
全
体
の
し
め
く
く
り
と
し
て
、
極
端
な
体
力
衰
弱
に
外
的
病
因
が
重
な
っ
た
場
合
の
予
後
は
相
当
に
長
び

き
、
そ
の
間
は
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
視
点
か
ら
薬
物
の
加
減
が
必
要
、
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。

本
展
望
よ
り
、
各
条
文
に
は
新
た
に
提
出
さ
れ
た
観
点
か
ら
治
療
方
針
の
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
を
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
は
①
鳫

下
薬
・
保
養
薬
・
和
平
薬
の
作
用
類
型
、
②
薬
物
の
投
与
剤
形
、
③
薬
物
の
投
与
順
序
、
お
よ
び
④
予
後
の
四
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
以
上
の
観
点
か
ら
、
陳
延
之
は
薬
理
と
病
理
・
生
理
の
関
係
を
一
層
詳
細
に
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
①
か
ら
④
に
つ
い
て
彼
は

い
か
な
る
見
解
を
提
出
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
少
々
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
潟
下
薬
（
原
文
は
「
利
薬
・
利
湯
」
な
ど
）
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
有
用
効
果
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
病
因
を
除
去

す
る
（
十
四
条
）
。
胸
や
腹
中
の
蓄
積
物
や
病
的
体
液
、
ま
た
保
養
剤
の
連
用
に
よ
る
害
（
胸
腹
中
の
つ
か
え
）
や
食
物
の
停
滞
に
よ
る
害
を

除
去
す
る
（
十
六
条
）
。
前
者
の
病
因
の
性
格
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
慢
性
病
の
患
者
と
い
う
点
か
ら
、
た
と
え
外
因
で
あ
っ
て
も
内
因
的
性

格
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
一
部
は
第
二
条
に
列
記
さ
れ
る
病
因
に
含
ま
れ
、
い
ず
れ
も
体
内
に
生
じ
た
病
的
物

質
な
の
で
内
因
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
鳫
下
薬
の
有
用
効
果
は
、
そ
れ
ら
内
因
に
よ
る
病
理
変
化
に
対
す
る
作
用
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
有
害
効
果
に
つ
い
て
は
、
生
命
の
源
（
原
文
は
「
精
液
」
）
を
枯
渇
さ
せ
る
（
十
三
条
）
、
体
力
（
原
文
は
「
気
力
」
な
ど
）

（
三
九
）

を
消
耗
さ
せ
る
（
十
四
・
十
五
条
）
と
記
さ
れ
、
い
ず
れ
も
生
理
機
能
に
対
す
る
作
用
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
こ
の
よ
う
な
有

用
・
有
害
効
果
の
認
識
は
『
傷
寒
論
』
の
記
載
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
す
る
と
こ
こ
で
い
う
穗
下
薬
と
は
、
『
傷
寒
論
』
の
承
気
湯
類
な
ど
に

①
薬
物
の
作
用
類
型
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配
合
さ
れ
る
大
黄
な
ど
を
主
に
指
す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
保
養
薬
（
原
文
は
「
補
薬
、
補
益
丸
・
散
、
補
湯
」
な
ど
）
で
あ
る
が
、
そ
の
有
用
効
果
は
も
ち
ろ
ん
体
力
の
増
強
（
十
六
・
十
七

条
）
に
あ
り
、
潟
下
薬
服
用
後
の
体
力
消
耗
の
回
復
（
十
五
条
）
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
生
理
機
能
に
対
す
る
作
用
で
、
ま
さ
し

く
「
医
療
に
お
け
る
養
生
」
の
具
体
例
で
あ
る
。
た
だ
し
作
用
概
念
自
体
は
通
常
の
認
識
と
大
差
な
く
、
保
養
薬
が
い
か
な
る
薬
物
・
処
方
を

指
す
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
一
方
、
有
害
効
果
に
つ
い
て
は
、
病
気
の
勢
い
を
回
復
さ
せ
る
（
十
五
条
）
、
長
期
ま
た
は
過
度
の
服
用
で

胸
や
腹
に
つ
か
え
を
生
じ
害
と
な
る
（
十
六
条
）
、
と
や
や
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
病
理
変
化
に
、
後
者
は
生
理
機
能
に
対
す
る
作

用
に
よ
る
有
害
効
果
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
記
載
は
次
の
具
体
的
な
薬
物
も
想
起
さ
せ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
不
正
使
用
す
る
と
発
熱
な
ど

を
助
長
す
る
こ
と
も
あ
る
保
養
薬
と
し
て
は
附
子
な
ど
が
、
過
度
の
使
用
で
胸
や
腹
の
つ
か
え
な
ど
を
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
保
養
薬
と
し
て
は

地
黄
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
る
と
陳
延
之
は
そ
れ
ら
の
配
合
さ
れ
た
処
方
、
例
え
ば
『
金
置
要
略
』
の
八
味
丸
な
ど
を
念
頭
に
置
き
、
保
養

薬
の
有
害
効
果
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
内
経
」
『
神
農
本
草
経
』
『
傷
寒
論
』
な
ど
現
存
す
る
『
小
品
方
」

以
前
の
医
書
に
、
こ
の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
保
養
薬
の
有
害
効
果
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
有
害
効
果
が
生
理
機
能
に
対
し
て
ば

か
り
で
な
く
、
病
理
変
化
を
も
助
長
す
る
と
の
認
識
は
図
２
に
新
た
な
作
用
概
念
を
加
え
る
と
同
時
に
、
現
代
の
薬
理
学
に
も
共
通
す
る
も
の

と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
臨
床
家
と
し
て
の
陳
延
之
の
見
識
の
鋭
さ
を
充
分
に
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

和
平
薬
（
原
文
は
「
平
薬
・
平
和
薬
」
）
の
記
述
は
第
十
三
・
十
五
条
に
見
え
る
が
、
作
用
は
直
接
的
に
記
さ
れ
ず
、
や
や
漠
然
と
し
て
い

る
。
和
平
薬
が
投
与
さ
れ
る
条
件
を
見
る
と
、
第
十
三
条
は
、
潟
下
薬
で
除
去
す
べ
き
病
因
は
あ
る
が
、
生
命
の
源
が
す
で
に
枯
渇
し
て
い
る

た
め
に
そ
れ
を
投
与
す
る
と
危
険
な
場
合
。
第
十
五
条
は
、
濡
下
薬
で
病
因
は
除
去
さ
れ
た
が
そ
の
有
害
効
果
で
体
力
が
消
耗
し
、
こ
れ
に
保

養
薬
を
投
与
す
る
と
病
態
が
再
発
す
る
の
で
そ
れ
を
使
用
で
き
な
い
場
合
、
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
和
平
薬
と
は
潟
下
薬
や
保
養
薬
の

よ
う
な
有
害
効
果
が
な
く
、
さ
ら
に
い
ず
れ
に
も
代
用
で
き
る
薬
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
第
十
三
条
か
ら
間
接
的
に
判
断
す
る
と
、

和
平
薬
の
有
用
効
果
に
は
生
命
の
源
を
補
充
す
る
作
用
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
に
「
下
痢
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
和
平
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薬
を
潟
下
薬
に
変
え
る
」
と
も
記
さ
れ
る
の
で
、
病
態
の
進
行
は
防
ぐ
が
積
極
的
に
病
因
を
除
去
す
る
作
用
は
な
い
よ
う
だ
。
同
様
に
第
十
五

条
か
ら
は
、
低
下
し
た
体
力
を
増
強
す
る
有
用
効
果
の
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
続
け
て
「
（
和
平
薬
で
）
体
力
が
回
復
す
る
ば

か
り
に
な
っ
た
ら
、
保
養
の
丸
・
散
剤
の
投
与
を
（
少
量
な
ら
）
考
慮
し
て
よ
い
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
体
力
を
増
強
す
る
効
果
は

保
養
薬
よ
り
劣
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
和
平
薬
に
は
病
理
変
化
・
生
理
機
能
の
双
方
に
対
す
る
有
用
効
果
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
作

用
は
鳫
下
薬
・
保
養
薬
よ
り
弱
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
和
平
薬
の
原
文
は
「
平
薬
（
十
三
条
）
、
平
和
薬
（
十
五
条
）
」
で
あ
る
。
「
平
」
の
文
字
に
は
「
平
ら
な
、
穏
や
か
な
」
の
意
味

（
七
二
）

が
あ
り
、
伝
統
医
学
で
は
体
を
暖
め
も
冷
や
し
も
し
な
い
薬
物
の
性
質
を
「
平
」
と
表
現
す
る
。
他
方
、
『
神
農
本
草
経
』
に
は
蒋
下
薬
の
大

（
七
三
）

黄
や
保
養
薬
の
地
黄
は
体
を
冷
や
す
「
寒
」
、
保
養
薬
の
附
子
は
暖
め
る
「
温
」
の
性
質
が
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
陳
延
之
が
、

潟
下
薬
や
保
養
薬
と
対
比
さ
せ
て
和
平
薬
と
表
現
す
る
の
は
、
そ
れ
に
「
平
」
に
近
い
性
質
の
あ
る
こ
と
を
込
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
七
四
）

以
上
か
ら
判
断
す
る
と
、
彼
の
い
う
和
平
薬
に
は
『
神
農
本
草
経
』
や
『
名
医
別
録
』
に
「
性
質
は
平
で
毒
性
が
な
く
、
生
命
の
源
を
増
す
」

（
七
五
）

と
記
さ
れ
る
柴
胡
、
「
性
質
は
平
で
毒
性
が
な
く
、
体
力
を
増
す
」
と
記
さ
れ
る
甘
草
、
「
性
質
は
わ
ず
か
に
寒
ま
た
は
温
で
毒
性
が
な
く
、
内

（
七
六
）

臓
の
機
能
を
保
養
す
る
」
と
記
さ
れ
る
人
参
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
薬
物
を
含
み
、
濤
下
薬
も
保
養
薬
も
使
用
で
き
な
い
病

態
を
調
和
す
る
代
表
処
方
に
、
『
傷
寒
論
』
の
小
柴
胡
湯
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
和
平
薬
や
そ
の
処
方
を
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
ら
は
現
代
の
臨
床
で
の
常
識
と
よ
く
合
致
し
、
ま
た
第
十
三
・
十
五
条
の
記
述
内
容
も
解
釈
可
能
と
な
ろ
う
。

以
上
、
潟
下
薬
（
剤
）
・
保
養
薬
（
剤
）
・
和
平
薬
（
剤
）
に
つ
い
て
の
陳
延
之
の
認
識
を
、
各
々
に
相
当
す
る
薬
物
と
処
方
、
お
よ
び
有
用
・

有
害
効
果
と
病
理
変
化
・
生
理
機
能
の
関
連
な
ど
か
ら
検
討
を
加
え
た
。
し
か
し
発
汗
薬
（
剤
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
で
風
に
よ
る
病

（
七
七
）

気
を
治
す
湯
剤
（
原
文
は
「
治
風
湯
」
）
、
と
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
具
体
的
言
及
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
発
汗
薬
の
適
応
す
る
発
病
初
期
の
診

断
と
治
療
が
、
主
に
第
三
’
八
条
で
す
で
に
論
説
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
染
に
、
そ
こ
で
検
討
さ
れ
た
薬
物
の
有
用
・
有
害
効
果
と

病
理
変
化
・
生
理
機
能
の
関
係
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
第
十
三
’
十
六
条
で
の
潟
下
薬
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
発
汗
薬
が
第
十
三
’
十
六
条

（23）457



表1薬物の作用類型と有用・有害効果の対病理・生理との関係（13～16条）

｜相当処方｜有用効果｜有害効果作用類型’相当 薬 物

《騨胤｜艤勝｜繍爵（蕊職）（対生理機能）
対生理機能

対病理変化・
保養作用附子・ 地 黄 な ど 八 味 丸 な ど 対 生理機能

生理機能

柴胡・甘草。対病理変化・
小柴胡湯など

人参など生理機能（弱）
和平作用 なし（？）

に
て
言
及
さ
れ
な
い
の
は
こ
の
理
由
も
あ
る
。
以
上
の
考
察
結
果
を
表
１
に
整
理
し
て
み
た
。
本
表
の
ご

と
く
、
陳
延
之
に
よ
る
薬
物
・
処
方
の
三
類
型
は
、
病
理
変
化
・
生
理
機
能
に
対
し
有
用
か
有
害
か
で
明

瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
図
２
に
示
さ
れ
た
彼
の
医
学
認
識
が
一
層
発
展
し
た
形
を
見
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
が
全
て
の
伝
統
薬
に
こ
の
よ
う
な
類
型
化
を
考
え
て
い
た
の
か
、
あ
る
い

は
こ
の
類
型
化
に
ど
れ
ほ
ど
の
実
践
性
が
あ
る
の
か
は
い
さ
さ
か
疑
問
視
さ
れ
よ
う
。

‐
さ
て
こ
の
類
型
化
は
、
『
神
農
本
草
経
』
で
の
上
薬
・
中
薬
・
下
薬
の
三
分
類
と
、
有
用
・
有
害
効
果

（
七
八
）

の
概
念
に
お
い
て
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
個
灸
の
薬
物
分
類
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
他

方
、
各
々
の
薬
物
・
処
方
の
作
用
認
識
は
、
基
本
的
に
『
傷
寒
論
』
『
金
置
要
略
」
と
同
一
で
あ
る
。
さ

ら
に
『
傷
寒
論
』
の
核
心
で
あ
る
「
三
陰
三
陽
」
理
論
に
よ
る
病
態
分
類
も
、
陳
延
之
の
作
用
類
型
と
よ

く
対
応
す
る
。
つ
ま
り
発
汗
・
偏
下
の
攻
撃
薬
は
「
太
陽
・
陽
明
病
」
期
に
、
和
平
薬
は
「
少
陽
病
」
期

に
、
保
養
薬
は
「
太
陰
・
少
陰
・
厭
陰
の
三
陰
病
」
期
に
使
用
さ
れ
る
薬
物
・
処
方
の
作
用
と
ほ
ぼ
対
応

し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
三
陰
三
陽
」
の
分
類
自
体
は
、
当
篇
の
条
文
ば
か
り
か
『
小
品
方
』
の

（
七
九
）

現
存
部
分
や
、
『
外
台
秘
要
方
』
『
医
心
方
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
る
文
章
に
も
一
切
発
見
さ
れ
な
い
。
こ
の

（
八
○
）
（
八
一
）
（
八
二
）

こ
と
は
彼
が
意
識
的
に
無
視
し
た
か
、
あ
る
い
は
劉
峰
ら
の
指
摘
の
ご
と
く
、
当
時
の
『
傷
寒
論
』
が
現

在
に
伝
わ
る
も
の
と
い
さ
さ
か
体
裁
を
異
に
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
も
し
後
者
で
あ
る
な
ら

ば
、
当
事
実
は
『
傷
寒
論
』
の
成
立
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
議
論
に
終
止
符
を
打
つ
可
能
性
も
あ
る
が
、

本
稿
の
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
詳
細
は
別
に
報
告
し
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
薬
物
・
処
方
の

類
型
化
に
お
い
て
も
前
代
の
医
学
理
論
を
ふ
ま
え
、
し
か
も
自
己
の
見
識
を
論
理
的
に
展
開
す
る
陳
延
之

の
医
療
姿
勢
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
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②
薬
物
の
投
与
剤
形

中
国
伝
統
薬
物
の
代
表
的
な
使
用
剤
形
に
は
湯
・
散
・
丸
の
三
種
が
あ
る
。
乾
燥
生
薬
を
配
合
し
た
処
方
の
水
煎
液
が
湯
剤
、
粉
末
が
散

剤
、
そ
の
粉
末
を
蜂
蜜
や
デ
ン
・
フ
ン
糊
な
ど
で
適
度
の
大
き
さ
に
丸
め
た
の
が
丸
剤
で
あ
る
。
患
者
の
病
態
に
合
わ
せ
て
加
減
す
る
に
は
湯

剤
、
応
急
や
携
帯
に
は
丸
・
散
剤
が
便
利
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
方
、
こ
れ
ら
剤
形
の
相
違
に
よ
る
服
用
効
果
の
差
異
は
、
早
い
時

（
八
三
）
（
八
四
）

代
か
ら
様
々
に
議
論
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
『
傷
寒
論
』
に
は
、
「
下
痢
さ
せ
る
に
は
丸
・
散
剤
よ
り
湯
剤
を
使
用
す
る
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
」
。

（
八
五
）
（
八
六
）

『
金
置
玉
函
経
』
に
は
張
仲
景
の
言
葉
と
し
て
、
「
急
病
に
は
ま
ず
湯
剤
で
内
臓
を
洗
浄
す
る
」
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、

こ
の
よ
う
に
湯
剤
の
効
果
が
早
く
強
い
こ
と
は
、
経
験
か
ら
容
易
に
察
知
さ
れ
る
一
般
的
事
実
で
あ
る
。
な
ら
ば
陳
延
之
は
こ
れ
を
前
提
に
、

湯
剤
と
丸
・
散
剤
の
使
い
分
け
を
ど
の
よ
う
に
指
示
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
十
四
条
は
そ
の
典
型
的
例
で
、
治
療
に
潟
下
薬
を
使
用
す
る
場
合
は
ま
ず
湯
剤
。
次
に
丸
・
散
剤
を
投
与
す
る
が
、
時
盈
は
湯
剤
も
併
用

す
る
と
丸
・
散
剤
の
作
用
を
助
け
る
、
と
指
示
・
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
は
湯
剤
と
丸
・
散
剤
の
効
力
差
を
、
鳫
下
薬
の
有
用
効
果
の
発
揮
と
有

害
効
果
の
制
御
に
応
用
し
た
論
で
あ
る
。
し
か
し
剤
形
の
使
い
分
け
は
潟
下
薬
に
限
ら
な
い
。
第
十
五
条
は
治
療
に
保
養
薬
を
湯
剤
で
投
与
す

る
と
有
害
効
果
が
出
る
の
で
、
一
定
条
件
で
丸
・
散
剤
を
使
用
す
る
場
合
。
第
十
六
条
は
発
病
予
防
の
た
め
に
強
く
保
養
す
る
と
有
害
効
果
と

な
る
が
、
弱
く
保
養
す
る
と
有
用
効
果
と
な
る
場
合
が
述
べ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
通
常
の
衰
弱
な
ら
ば
丸
・
散
剤
で
弱
く
保
養
す
る

の
が
よ
く
、
湯
剤
で
強
く
保
養
す
る
の
は
第
十
七
条
の
よ
う
に
極
端
な
衰
弱
に
限
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
和
平
薬
に
関
し
て
は
剤
形
の
指
示

が
な
く
、
示
唆
す
る
記
述
も
な
い
。
た
だ
し
先
の
考
察
に
よ
る
と
、
和
平
薬
と
は
有
害
効
果
が
な
く
有
用
効
果
の
弱
い
薬
物
と
推
定
さ
れ
た
。

と
す
る
な
ら
ば
、
和
平
薬
は
あ
え
て
作
用
の
弱
い
丸
・
散
剤
に
す
べ
き
で
な
く
、
あ
る
い
は
小
柴
胡
湯
の
ご
と
く
湯
剤
で
投
与
す
る
の
が
よ
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
推
定
に
推
定
を
重
ね
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
こ
れ
以
上
の
追
及
に
も
大
き
な
意
義
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
剤
形
を
使
い
分
け
る
直
接
の
目
的
は
薬
物
の
効
力
の
調
整
に
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
ご
と

く
、
陳
延
之
の
医
学
認
識
に
お
い
て
体
力
な
ど
の
生
理
機
能
は
、
医
療
の
様
食
な
側
面
で
大
き
な
指
標
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
有
用
・
有
害
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整
理
し
て
桑
た
。

患
者
の
現
時
点
の
症
状
の
ゑ
に
依
拠
し
、
そ
れ
に
対
応
し
た
処
方
を
医
方
書
か
ら
捜
し
求
め
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し

か
し
そ
の
処
方
で
疾
病
が
す
ぐ
に
治
癒
に
至
る
こ
と
は
む
し
ろ
稀
で
あ
る
。
陳
延
之
が
第
十
七
条
に
強
調
す
る
ご
と
く
、
専
門
的
な
医
療
の
対

象
と
な
る
疾
病
は
相
当
の
治
療
期
間
を
経
て
、
よ
う
や
く
治
癒
に
至
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
現
病
歴
や
様
々
な
因
子
を
総
合
し
、
治

療
の
各
段
階
に
お
い
て
予
後
を
判
断
し
つ
つ
投
与
す
べ
き
処
方
・
薬
物
を
選
択
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
当
問
題
に
対
し
彼
は
い
く
つ
か
の
病
態

を
例
に
挙
げ
、
治
療
方
針
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
説
は
こ
れ
ま
で
考
察
を
重
ね
て
き
た
医
学
概
念
や
、
潟
下
薬
・
和
平
薬
・
保

養
薬
の
作
用
、
ま
た
剤
形
別
の
効
力
差
な
ど
を
立
脚
点
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
①
②
の
考
察
と
や
や
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
彼
が
薬

物
や
剤
形
の
投
与
順
序
を
指
示
し
て
い
る
記
載
に
注
目
し
、
そ
の
論
説
内
容
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
そ
れ
ら
を
以
下
の
よ
う
に

③
薬
物
の
投
与
順
序

効
果
を
問
わ
ず
、
生
理
機
能
に
与
え
る
薬
物
の
影
響
は
常
に
注
意
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
薬
物
の
効
力
を
調
整
す
る
こ
と
は
極
め
て
重

要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
’
八
条
で
も
薬
用
量
の
多
・
少
か
ら
詳
細
に
論
説
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
第
十
二
一

’
十
七
条
で
は
さ
ら
に
剤
形
の
観
点
が
こ
れ
に
加
わ
り
、
効
力
の
調
整
が
論
説
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
疾
病
・
患
者
の
タ
イ
。
フ
を
前
提
と
す
る

か
、
投
与
す
べ
き
薬
物
の
作
用
類
型
を
前
提
と
す
る
か
、
と
い
う
着
眼
点
で
相
違
し
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
剤
形
の
問
題
が
提
起
さ
れ
な
い

の
は
、
そ
の
条
件
が
主
に
発
汗
薬
ま
た
は
鳫
下
薬
の
適
応
で
あ
る
発
病
初
期
な
の
で
、
当
然
な
が
ら
湯
剤
に
よ
る
救
急
以
外
は
無
意
味
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
両
者
の
論
理
は
最
終
的
に
有
害
効
果
の
制
御
と
有
用
効
果
の
発
揮
に
帰
結
さ
れ
、
投
薬
の
是
非
や
分
量
・
剤
形
が
判
断
さ
れ

る
。
つ
ま
り
薬
物
の
効
力
の
調
整
は
、
疾
病
の
段
階
に
合
わ
せ
た
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
る
が
、
調
整
の
目
的
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

時
に
は
両
者
を
組
承
合
わ
せ
る
必
要
も
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
第
十
六
条
に
は
「
保
養
の
丸
・
散
剤
を
投
与
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
分
量
を
よ

く
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
、
と
い
う
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
臨
床
家
と
し
て
の
陳
延
之
の
経
験
の
深
さ
、
見
識
の
鋭
さ
を
充

分
に
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
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＠
潟
下
薬
で
病
因
は
除
去
さ
れ
た
が
、
体
力
も
消
耗
し
た
人
《
湯
剤
の
保
養
薬
は
病
態
を
再
発
さ
せ
る
の
で
、
休
養
ま
た
は
和
平
薬
を
投

与
↓
そ
の
後
に
丸
・
散
剤
の
保
養
薬
を
分
量
に
注
意
し
て
投
与
。
（
十
五
条
）

⑥
体
力
は
あ
る
が
、
胸
や
腹
に
病
因
物
質
が
あ
り
、
よ
く
病
気
に
か
か
る
人
の
疾
病
予
防
》
湯
剤
の
潟
下
薬
で
病
因
物
質
を
除
去
↓
そ
の

あ
と
に
丸
・
散
剤
の
保
養
薬
を
投
与
。
（
十
六
条
）

、
長
期
に
保
養
薬
を
服
用
し
た
り
、
腹
中
に
食
物
の
停
滞
し
て
い
る
虚
弱
者
の
疾
病
予
防
叩
↓
潟
下
薬
の
み
を
投
与
。
（
十
六
条
）

以
上
の
五
例
は
い
ず
れ
も
潟
下
薬
の
服
用
に
関
連
し
、
そ
の
前
後
に
い
か
な
る
処
置
を
と
る
べ
き
か
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
＠
は
潟
下
薬
の

有
害
効
果
が
現
わ
れ
る
生
理
状
態
を
ま
ず
和
平
薬
で
改
善
し
た
後
、
潟
下
薬
を
投
与
す
る
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
生
理
状
態
の
改
善
に
保
養

薬
が
使
用
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
の
病
因
を
増
長
さ
せ
る
有
害
効
果
の
た
め
で
あ
る
。
一
方
、
小
児
に
は
そ
の
後
も
潟
下
薬
が
禁
忌
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
生
理
状
態
に
な
り
や
す
い
小
児
は
和
平
薬
で
改
善
後
も
鳫
下
薬
の
有
害
効
果
を
受
け
や
す
い
、
と
い
う
陳

延
之
の
判
断
を
読
永
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
は
鳫
下
薬
を
長
期
に
服
用
さ
せ
る
場
合
の
基
本
的
方
法
を
示
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
途
中
で
丸
・
散
剤
に
変
え
る
の
は
湯
剤
の

強
い
作
用
で
有
害
効
果
が
現
わ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
。
そ
の
後
に
時
々
湯
剤
も
投
与
す
る
の
は
丸
・
散
剤
の
有
用
効
果
を
補
助
す
る
た
め
で
あ

る
。
も
と
よ
り
こ
の
投
与
方
法
の
論
理
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
剤
形
を
使
い
分
け
ず
と
も
、
湯
剤
の
分
量
を
調
節
す
れ
ば
目
的

（
八
七
）

は
達
成
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
『
小
品
方
』
以
外
に
こ
れ
と
同
様
の
方
法
が
指
示
さ
れ
た
文
献
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当

方
法
の
実
践
性
に
は
い
さ
さ
か
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
余
地
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
湯
剤
と
丸
・
散
剤
に
、
効
力
以
外
の
差
異
を
陳
延
之
は
想
定

、
鳫
下
薬
で
除
去
す
べ
き
病
因
は
あ
る
が
、
生
命
の
源
の
枯
渇
し
て
い
る
人
”
潟
下
薬
は
病
態
を
悪
化
さ
せ
る
の
で
和
平
薬
を
投
与
↓
そ

の
後
に
潟
下
薬
を
投
与
す
る
が
、
小
児
に
は
禁
忌
。
（
十
三
条
）

⑥
鳫
下
薬
で
除
去
す
べ
き
病
因
の
あ
る
人
韓
最
初
は
潟
下
薬
を
湯
剤
で
投
与
↓
そ
の
後
は
丸
・
散
剤
に
変
え
る
が
、
時
々
は
湯
剤
も
投

与
。
（
十
四
条
）
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し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
原
文
の
記
述
が
少
な
い
た
め
明
ら
か
で
な
い
。
他
方
⑤
と
同
じ
第
十
四
条
の
前
半
に
は
、
慢
性
病
で
衰
弱
し

た
患
者
に
湯
剤
の
涜
下
薬
を
投
与
す
る
際
、
細
心
の
注
意
を
払
う
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
⑤
の
方
法
は
漏
下
薬
の

剤
形
に
よ
る
差
異
を
そ
の
使
い
分
け
で
示
す
た
め
の
記
述
、
と
理
解
す
る
の
が
自
然
か
も
し
れ
な
い
。

＠
は
⑥
の
延
長
上
に
あ
り
、
潟
下
薬
服
用
後
の
体
力
消
耗
を
回
復
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
普
通
な
ら
ば
衰
弱
に
は
保
養
薬
と
考
え
が
ち
で
あ

る
が
、
そ
の
有
害
効
果
を
回
避
す
る
た
め
に
す
ぐ
は
投
与
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
と
同
様
に
有
害
効
果
の
な
い
和
平
薬
で
も
よ
い

（
八
八
）

が
、
ま
ず
は
休
養
さ
せ
る
べ
き
、
と
の
指
示
が
あ
り
興
味
深
い
。
休
養
の
指
示
は
第
十
三
条
に
も
二
か
所
あ
る
。
一
つ
は
数
日
の
服
薬
で
治
癒

す
る
よ
う
な
軽
い
病
気
の
場
合
。
も
う
一
つ
は
＠
と
類
似
し
た
場
合
で
、
三
’
五
日
の
休
養
後
に
再
度
、
体
調
に
よ
り
投
薬
を
判
断
す
る
こ
と

が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
の
＠
場
合
も
、
時
に
は
休
養
の
承
で
体
力
が
ほ
ぼ
回
復
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
休
養
あ

る
い
は
和
平
薬
の
服
用
で
ほ
ぼ
体
力
が
回
復
し
た
ら
、
分
量
を
考
慮
し
て
丸
・
散
剤
の
保
養
薬
を
投
与
す
べ
き
と
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の

よ
う
な
生
理
状
態
で
も
、
保
養
薬
の
作
用
が
少
し
で
も
強
け
れ
ば
有
害
効
果
が
現
わ
れ
る
こ
と
へ
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
体
力
が
ほ
ぼ
回

復
し
て
い
る
の
に
、
保
養
薬
を
さ
ら
に
服
用
す
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
保
養
薬
で
平
常
以
上
に
体
力
を
増
進
さ
せ
、
疾

病
に
か
か
ら
な
い
健
康
な
体
質
、
長
生
き
な
ど
を
達
成
さ
せ
る
た
め
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
さ
し
く
養
生
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
一
方
、

第
一
条
に
は
養
生
を
学
ぶ
の
は
最
後
で
よ
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
薬
物
に
よ
る
養
生
は
、
こ
の
よ
う
な
予
備
知
識
と
段
階
を
ふ
ま

え
な
け
れ
ば
却
っ
て
有
害
で
あ
る
、
と
い
う
陳
延
之
の
医
学
認
識
も
そ
こ
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
は
そ
の
本
文
（
十
六
条
）
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
対
象
者
は
病
気
が
ち
な
の
で
予
防
の
た
め
に
保
養
薬
を
希
望
し
て
い
る
。
し
か
し
、
陳

延
之
は
病
気
に
か
か
り
や
す
い
原
因
を
体
内
に
蓄
積
し
て
い
る
病
的
物
質
と
判
断
し
、
こ
れ
を
ま
ず
湯
剤
の
涜
下
薬
で
除
去
す
る
。
湯
剤
で
強

く
下
痢
さ
せ
て
も
よ
い
の
は
、
ま
だ
体
力
が
衰
弱
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
こ
れ
で
病
的
物
質
が
除
去
さ
れ
た
の
で
、
発
病

予
防
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
＠
の
場
合
の
よ
う
に
保
養
薬
を
禁
止
し
、
休
養
や
和
平
薬
が
投
与
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
に
希
望
ど
う
り
保
養
薬
を
服
用
さ
せ
て
も
よ
い
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
⑥
の
例
が
発
病
の
前
段
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階
の
た
め
、
保
養
薬
の
病
理
変
化
を
助
長
さ
せ
る
有
害
効
果
が
ま
だ
発
現
し
に
く
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
当
時

の
医
師
の
地
位
が
低
く
、
保
養
薬
を
希
望
す
る
患
者
の
意
向
に
必
ず
し
も
逆
ら
え
な
い
こ
と
も
、
そ
の
背
景
と
し
て
察
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
投
与
剤
形
は
丸
・
散
剤
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
人
の
体
に
熱
が
あ
る
か
冷
え
が
あ
る
か
に
合
わ
せ
た
処
方
を
選

択
す
る
よ
う
注
意
さ
れ
て
い
る
。
先
の
考
察
の
ご
と
く
、
陳
延
之
の
い
う
保
養
薬
に
は
体
を
暖
め
る
附
子
や
冷
や
す
地
黄
な
ど
が
想
定
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
彼
は
効
力
の
弱
い
丸
・
散
剤
を
使
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
熱
の
あ
る
人
に
附
子
な
ど
で
さ
ら
に
加
熱
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注

意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
も
鳫
下
薬
や
保
養
薬
な
ど
の
有
害
効
果
が
慎
重
に
回
避
さ
れ
る
の
は
、
恐
ら
く
患
者
の
健
康
・
生
命
の
た
め
だ

（
八
九
）

け
で
は
な
い
。
医
師
の
地
位
に
も
よ
る
が
、
時
に
は
自
ら
の
立
場
や
生
命
を
守
る
た
め
に
も
、
有
害
効
果
を
発
現
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

＠
は
④
と
同
じ
く
、
一
種
の
発
病
予
防
と
し
て
の
服
薬
指
示
で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
虚
弱
体
質
者
で
、
長
期
に
わ
た
り
保
養
薬
を
服
用
し
た

り
栄
養
過
多
の
食
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
却
っ
て
腹
中
に
充
満
し
て
身
体
に
有
害
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
と
陳
延
之

は
判
断
す
る
。
彼
の
医
学
認
識
に
お
い
て
、
保
養
薬
の
有
害
効
果
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
飲
食
物
も
病
因
と
さ
れ
る
こ
と
は
第
二
条
に
記
さ

れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
潟
下
薬
で
充
満
し
て
い
る
も
の
除
去
す
る
だ
け
で
よ
い
、
と
述
べ
ら
れ
る
。
虚
弱

者
な
の
に
潟
下
薬
を
投
与
可
能
な
の
は
、
第
五
条
の
例
の
ご
と
く
長
期
の
服
薬
で
、
体
内
に
薬
物
の
有
害
効
果
を
打
ち
消
す
機
能
が
備
わ
っ
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
、
涛
下
薬
の
み
で
よ
い
の
は
、
そ
の
後
に
保
養
薬
を
投
与
す
る
と
再
び
腹
中
に
停
滞
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

停
滞
物
が
除
か
れ
れ
ば
、
体
力
も
自
然
と
回
復
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
例
は
、
そ
の
前
提
か
ら
明
ら
か
に
上
流

階
級
者
と
判
断
さ
れ
る
。
＠
⑥
の
例
も
保
養
薬
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
階
級
者
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
記
載
は
、
当
時
の
上
流
社
会
に
お
い
て
保
養
薬
な
ど
が
、
い
わ
ゆ
る
養
生
の
目
的
で
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
へ
の
対

応
策
で
も
あ
る
。
そ
し
て
＠
な
ど
の
よ
う
に
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
涜
下
薬
が
発
病
の
予
防
な
い
し
は
体
力
回
復
に
も
応
用
さ
れ
る
こ
と
は
、

保
養
薬
の
み
を
投
与
し
が
ち
な
通
俗
な
医
療
や
養
生
家
へ
の
批
判
と
し
て
興
味
深
い
。

の
で
上
の
る
。
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予
後
の
判
定
は
薬
物
の
投
与
日
数
や
治
癒
に
要
す
る
期
間
の
判
断
と
も
関
連
し
、
臨
床
上
し
ば
し
ば
予
想
を
裏
切
り
医
者
を
悩
ま
す
。
陳
延

之
は
第
二
条
で
、
脈
診
で
な
け
れ
ば
病
因
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
断
言
し
、
病
因
診
断
に
よ
ら
な
い
処
方
の
選
択
と
そ
の
加
減
の
方
法
を

以
降
の
条
文
で
論
説
し
て
い
た
。
一
方
第
十
三
条
で
は
、
脈
診
に
精
通
し
な
け
れ
ば
治
癒
に
要
す
る
期
間
は
解
ら
な
い
と
い
う
。
な
ら
ば
脈
診

に
代
わ
り
、
当
問
題
に
対
処
す
る
い
か
な
る
方
法
が
提
示
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
に
い
か
な
る
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
彼
の
論
説
を
順
次
検
討
し
て
象
よ
う
。

第
十
三
条
の
前
半
に
は
当
問
題
に
つ
い
て
の
総
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
患
者
の
外
見
上
の
症
状
と
病
態
の
本
質
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、

休
養
だ
け
や
数
日
の
服
薬
で
治
る
場
合
か
ら
一
か
月
か
か
る
場
合
ま
で
あ
る
、
と
彼
は
い
う
。
し
か
し
、
脈
診
に
精
通
し
て
い
な
い
場
合
は
こ

れ
を
知
る
手
段
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
望
診
・
問
診
な
ど
を
手
掛
か
り
に
投
薬
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
そ
の
一
例
と
し
て
三
’
五
日
で

治
癒
し
そ
う
に
見
え
る
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
病
因
は
す
で
に
除
か
れ
て
い
る
が
、
衰
弱
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
も
あ
る
の
で
湯
剤

の
服
用
を
や
め
て
休
養
の
桑
と
し
、
少
し
様
子
を
見
る
の
が
よ
い
と
い
う
。
す
る
と
、
一
二
－
五
日
で
治
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
判
断
に
は
い
か

な
る
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
休
養
中
に
観
察
す
べ
き
様
子
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
十
三
条
の
冒
頭
に
、
彼
は
「
重
い
熱
病
Ｉ
体
力
。
食
欲
・
日
常
行
動
」
「
軽
い
病
気
ｌ
食
欲
・
睡
眠
」
と
い
う
対
比
を
し
て
い
た
。
病
気

の
軽
・
菫
と
対
比
さ
れ
る
体
力
や
日
常
行
動
は
い
ず
れ
も
生
理
機
能
で
あ
り
、
発
熱
や
痙
痛
な
ど
の
病
理
変
化
で
は
な
い
。
他
方
、
三
’
五
日

で
治
り
そ
う
な
場
合
、
「
病
因
」
が
す
で
に
除
か
れ
「
体
力
」
だ
け
が
衰
弱
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
病
因
」

「
体
力
」
と
い
う
表
現
と
、
冒
頭
の
病
理
変
化
と
生
理
機
能
の
対
比
は
、
ま
さ
し
く
同
一
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

先
の
第
二
’
九
条
で
も
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
彼
は
病
人
の
生
理
と
病
理
、
ま
た
各
々
に
関
係
す
る
症
状
を
常
に
区
別
し
て
議
論
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
す
る
と
三
’
五
日
で
治
る
よ
う
に
見
え
る
と
は
、
病
理
変
化
が
ほ
ぼ
消
失
し
、
た
だ
体
力
な
ど
の
生
理
障
害
が
軽
く
残
っ
て
い
る

状
態
を
根
拠
に
し
た
判
断
、
と
理
解
さ
れ
よ
う
・
ま
た
こ
の
よ
う
な
場
合
に
休
養
さ
せ
て
観
察
す
る
様
子
と
は
、
病
理
変
化
の
消
失
ま
た
は
再

④
予
後
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表2生理障害と病理変化の程度による予後の判定（13,17条） 発
と
、
生
理
機
能
の
回
復
状
況
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
は
予
後
が
良
好
な
場
合
と
い
え
よ
う
。

第
十
三
条
に
は
予
後
の
悪
い
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
生
命
の
源
が
枯
渇
し
て
い
る
患
者
の
場
合
で
あ
る
。
軽
い
病
気
で
も
こ
の
よ
う
な
患

者
に
鳫
下
薬
を
投
与
す
る
と
、
そ
の
有
害
効
果
で
生
命
の
源
は
さ
ら
に
枯
渇
さ
れ
、
時
に
は
一
年
ち
か
く
寝
た
き
り
に
な
る
、
と
陳
延
之
は
い

Ⅱ

|病理変化-0
1

病理変化一軽 病理変化一重

Ⅳ牛理障害一小

生理障害-大|m Ⅲ＋ⅣⅡ

る
と
、
そ
の
有
害
効
果
で
生
命
の
源
は
さ
ら
に
枯
渇
さ
れ
、
時
に
は
一
年
ち
か
く
寝
た
き
り
に
な
る
、
と
陳
延
之
は
い

う
。
こ
れ
は
病
理
変
化
は
軽
い
が
、
生
理
障
害
が
大
き
い
の
で
予
後
不
良
と
判
断
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
そ
し
て
第
十
七

条
に
は
、
極
端
に
衰
弱
し
た
病
気
と
風
に
よ
る
病
気
の
二
例
が
挙
げ
ら
れ
、
い
ず
れ
も
三
’
五
日
の
服
薬
で
は
治
ら
な

い
と
い
う
。
前
者
は
も
ち
ろ
ん
生
理
障
害
の
大
き
い
例
で
あ
る
。
後
者
の
風
に
よ
る
病
気
が
い
か
な
る
も
の
か
当
条
文

に
は
記
さ
れ
な
い
。
し
か
し
三
’
五
日
で
は
治
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
。
第
二
条
に
挙
げ
ら
れ
る
病
因
の
筆
頭
は
風

で
、
第
九
条
で
も
月
経
時
に
か
か
る
季
節
病
の
筆
頭
病
因
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
風
病
を
病
理
変
化
の

重
い
病
の
代
表
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
特
に
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
病
理
変
化
が
重
け
れ

ば
そ
れ
に
よ
る
生
理
の
障
害
も
あ
る
程
度
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
第
十
七
条
の
二
例
の
予
後
は
あ
ま
り

良
く
な
い
。
し
か
も
両
者
が
重
な
る
と
数
十
日
か
ら
百
日
以
上
も
服
薬
を
続
け
て
よ
う
や
く
治
癒
す
る
、
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
理
由
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、
予
後
は
生
理
障
害
の
程
度
と
病
理
変
化
の
軽
・
重
の
兼
ね
合
い
か
ら
判
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
第
十
三
条
の
三
’
五
日
で
治
り
そ
う
な
例
を
Ｉ
、
同
条
の
生
命
の
源
が
枯
渇
し
て
い
る
例
を
Ⅱ
、
第
十
七

条
の
極
端
に
衰
弱
し
た
病
の
例
を
Ⅲ
、
同
条
の
風
病
の
例
を
Ⅳ
と
し
、
各
々
の
生
理
障
害
の
程
度
を
仮
に
大
と
小
、
病

理
変
化
の
程
度
を
仮
に
重
・
軽
・
０
に
分
け
る
と
、
表
２
の
ご
と
く
整
理
さ
れ
る
。
生
理
の
障
害
程
度
に
０
が
な
い
の

は
、
図
２
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
病
理
変
化
が
あ
る
限
り
生
理
の
障
害
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
当
表
よ
り
、

い
ず
れ
の
位
置
に
あ
る
か
で
疾
病
の
予
後
が
判
定
さ
れ
、
治
療
は
Ｉ
の
位
置
を
目
指
し
、
そ
の
後
、
休
養
・
和
平
薬
・

保
養
薬
な
ど
に
よ
り
治
癒
・
回
復
し
て
ゆ
く
過
程
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
陳
延
之
が
考
え
る
こ
の
予
後
判
定
の
基
準
と
方
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こ
の
結
果
、
伝
統
的
養
生
思
想
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
る
生
体
機
能
の
向
上
と
調
整
を
、
疾
病
治
療
の
各
面
に
一
貫
し
て
応
用
す
る
彼
の

医
療
姿
勢
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
一
面
、
そ
れ
は
当
時
の
治
療
家
・
養
生
家
へ
の
強
い
批
判
精
神
を
背
景
に
、
前
代
の
医
学
を
彼
独
自
の
観
点

か
ら
統
合
す
る
医
療
の
主
張
で
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
当
時
の
薬
物
治
療
や
養
生
の
多
く
が
、
そ
の
目
的
を
病
理
変
化
の
抑
制
、
あ
る
い
は
生

理
機
能
の
調
整
の
み
に
偏
る
傾
向
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
両
者
を
同
時
に
配
慮
す
る
必
要
性
を
、
発
病
か
ら
回
復
・
治
癒
・
再

発
予
防
に
至
る
全
過
程
に
お
い
て
詳
細
に
論
説
す
る
。
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る
の
は
、
治
療
家
が
住
々
に
し
て
見
落
し
が
ち
な
個
体
因
子
と
、

以
上
、
医
療
に
』

ら
分
析
し
て
き
た
。

法
は
ま
こ
と
に
明
快
で
あ
る
。
そ
れ
は
判
定
基
準
か
ら
伝
統
的
な
臓
脈
な
ど
の
概
念
を
意
識
的
に
排
除
し
、
病
態
の
全
て
を
生
理
機
能
と
病
理

変
化
の
二
点
の
強
弱
に
単
純
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
予
後
判
定
方
法
に
い
か
ほ
ど
の
実
践
性
が
あ
る
か
は
別
問
題
と
し
て
も
、
煩

雑
な
伝
統
概
念
を
一
切
利
用
し
な
い
点
に
も
陳
延
之
の
医
療
姿
勢
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
第
十
三
’
十
七
条
の
論
説
に
①
ｌ
④
の
方
面
か
ら
検
討
を
加
え
て
き
た
。
全
体
を
通
し
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
薬
物
の
有
害
効
果
の

制
御
を
有
用
効
果
の
発
揮
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
重
視
す
る
精
神
が
根
底
に
流
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
精
神
は
単
に
治
癒

や
回
復
の
促
進
ば
か
り
で
な
く
、
再
発
の
防
止
に
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
一
つ
は
、
病
態
の
判
断
、
治
療
方
針
の
決
定
、
治
癒
の
目

標
、
再
発
の
予
防
、
予
後
の
判
断
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
体
力
な
ど
生
理
機
能
の
状
態
が
病
理
変
化
と
同
等
の
指
標
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
が
彼
の
医
療
姿
勢
、
す
な
わ
ち
「
発
病
後
の
医
療
に
お
け
る
養
生
」
の
具
体
化
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
賛
言
を
費
や

す
ま
で
も
な
か
ろ
う
〆
。

総
括医

療
に
お
け
る
治
療
と
養
生
の
接
点
に
関
わ
る
問
題
を
、
『
小
品
方
』
中
の
一
篇
を
主
要
資
料
に
、
そ
の
著
者
・
陳
延
之
の
主
張
か
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さ
て
彼
の
論
説
に
は
い
く
つ
か
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
医
学
の
根
本
概
念
で
あ
る
陰
陽
説
と
五
行
説
の
応
用
が
、
以
上
の

論
説
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
伝
統
的
診
断
法
の
最
た
る
脈
診
で
す
ら
採
用
さ
れ
な
い
。

し
か
も
彼
が
使
用
す
る
伝
統
医
学
の
概
念
用
語
は
数
例
に
限
ら
れ
、
説
明
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
理
由
も
な
ぜ
か
明
言
さ
れ
な
い
。
当
時
の
医

療
に
手
厳
し
い
批
判
を
下
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
に
代
わ
り
、
図
１
．
２
や
表
１
．
２
に
整
理
さ
れ
た
概
念
と
論
理
が
提
出
さ
れ
る
。
医
学
入
門
書
た
る
本
書
の
性
格
に
も
よ

ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
伝
統
的
医
療
思
想
に
準
拠
し
つ
つ
、
実
践
的
に
は
そ
れ
と
対
比
す
べ
き
見
解
を
論
理
的
に
展
開
す
る
彼
の
合
理
主
義
を
窺

え
よ
う
。
論
理
の
飛
躍
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
の
医
学
認
識
と
医
療
姿
勢
は
そ
の
実
践
的
合
理
主
義
と
い
う
一
面
に
お
い
て
、
金
・
元
以
降

の
中
国
医
学
主
流
よ
り
は
、
本
邦
江
戸
中
期
以
降
の
漢
方
医
学
に
類
似
性
を
認
め
う
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
問
題
は
今
後
さ
ら
に
検
討
を
要

摘
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
る
生
理
状
態
の
認
識
お
よ
び
疾
病
背
景
の
分
析
で
あ
る
。

彼
は
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
体
力
を
は
じ
め
年
齢
・
性
別
・
服
薬
経
験
・
居
住
地
方
・
生
活
態
度
な
ど
、
様
を
な
因
子
に
よ
る
生
理
状
態
を

分
析
す
る
。
次
に
、
そ
れ
ら
を
論
拠
と
し
て
処
方
の
加
減
、
薬
用
量
、
発
病
機
序
と
体
質
傾
向
、
薬
物
の
選
択
・
剤
形
・
投
与
順
序
、
予
後
の

判
定
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
。
他
方
そ
こ
に
共
通
し
て
発
見
さ
れ
る
の
は
、
薬
理
作
用
の
病
理
変
化
に
対
す
る
有
用
効
果
の
発
揮
と
、
生
理
機
能

に
対
す
る
有
害
効
果
の
制
御
で
あ
っ
た
。
そ
の
薬
理
作
用
の
認
識
は
極
め
て
現
実
的
で
あ
り
、
現
代
の
薬
理
学
に
対
応
す
る
知
見
の
存
在
も
指

す
る
課
題
と
い
え
よ
う
。

中
国
医
学
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
一
貫
し
て
命
脈
を
保
ち
続
け
て
い
る
医
療
体
系
で
あ
る
。
そ
の
長
い
歴
史
過
程
は
広
大
か
つ
多
様
な
風

土
・
文
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
れ
自
身
の
体
系
を
豊
か
に
発
展
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
反
面
、
た
び
重
な
る
国
家
・
民
族
の
興
亡
は
、
そ
の
体
系

を
形
作
る
文
献
の
伝
承
を
し
ば
し
ば
困
難
に
陥
れ
ず
に
は
い
な
い
。
あ
る
い
は
断
片
の
象
で
、
あ
る
い
は
書
名
の
記
録
の
み
で
現
代
に
知
ら
れ

る
文
献
は
数
多
い
。
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、

否
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
千
年
あ
る
い
は
二
千
年
と
い
う
時
の
流
れ
に
抗
し
、
少
な
か
ら
ぬ
文
献
が
現
代
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ

に
お
い
て
、
伝
承
は
重
要
性
の
み
な
ら
ず
、
偶
然
性
に
も
大
き
く
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
運
命
に
あ
っ
た
『
小
品
方
』

の
現
存
を
筆
者
ら
が
発
見
で
き
た
の
は
ま
さ
し
く
奇
跡
に
等
し
い
。
そ
こ
に
は
多
く
の
注
目
す
べ
き
記
載
が
あ
っ
た
。
本
稿
は
主
に
養
生
思
想

と
治
療
医
学
の
関
係
に
興
味
の
中
心
を
置
き
分
析
を
試
み
た
が
、
わ
ず
か
そ
の
一
部
を
扱
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
誤
読
、
誤
認
が
多
食
あ
る

や
も
し
れ
ぬ
。
各
専
門
家
の
御
叱
正
を
賜
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

な
お
当
『
小
品
方
』
古
巻
子
本
の
釈
文
は
、
本
医
史
文
献
研
究
室
の
小
曽
戸
洋
室
長
お
よ
び
筆
者
の
共
同
作
業
に
よ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
本

研
究
所
の
客
員
研
究
員
と
し
て
来
日
中
で
あ
っ
た
中
国
中
医
研
究
院
・
中
国
医
史
文
献
研
究
所
の
馬
継
興
教
授
よ
り
若
干
の
助
言
を
い
た
だ
い

（
九
○
）

た
。
本
稿
の
注
に
引
用
し
た
原
文
は
そ
の
成
果
で
あ
る
「
『
小
品
方
』
残
巻
釈
文
」
を
も
と
に
、
筆
者
の
責
任
に
お
い
て
一
部
を
当
用
漢
字
に

改
め
、
句
読
点
等
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
『
小
品
方
』
の
閲
覧
、
研
究
利
用
に
際
し
、
種
々
の
御
高
配
を
賜
っ
た
前
田
育
徳
会
の
故
・
大
田
晶
二
郎
常
務
理
事
、
永
井
道
雄
常
務
理
事
、
本
研

究
所
の
大
塚
恭
男
所
長
の
諸
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
さ
ら
に
、
永
年
に
わ
た
り
こ
の
よ
う
に
貴
重
な
文
献
の
保
存
に
尽
力
さ
れ
、
後
世
に
伝

え
ら
れ
た
前
田
家
な
ら
び
に
前
田
育
徳
会
・
尊
経
閣
文
庫
に
対
し
、
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

三
）
本
書
の
正
式
な
書
名
は
、
古
巻
子
本
中
の
記
述
や
『
文
選
』
李
善
注
（
情
・
胡
克
家
倣
宋
刊
本
、
巻
五
三
第
三
葉
オ
モ
テ
、
北
京
・
中
華
言
局
影

印
、
一
九
七
七
）
の
記
載
か
ら
、
あ
る
い
は
『
経
方
小
品
』
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
通
称
に
従
い
『
小
品
方
』
と
呼
ぶ

（
一
）
例
え
ば
古
代
中
国
の
「
内
経
」
系
医
書
を
系
統
的
に
整
理
し
た
『
黄
帝
内
経
太
素
』
の
巻
一
（
散
逸
）
と
巻
二
に
は
、
養
生
の
論
説
が
配
置
さ
れ

文
献
と
注

謝
辞

て
い
る
。
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（
一
五
）

（
一
六
）

（
一
四
）

舎舎
二つ

（
一
一
）

つ′~、′~、
‐ナL』ノー、
レーン

へへへ

討二云＝

レンー

「
コ
ノ

〆
巨
遺

（
三
）

『
千
金
方
』
末
尾
の
「
校
定
備
急
千
金
要
方
後
序
」
（
五
四
四
頁
）
に
よ
る
。

小
曽
戸
洋
『
小
品
方
』
序
説
ｌ
現
存
し
た
古
巻
子
本
、
『
日
本
医
史
雑
誌
」
第
三
二
巻
第
一
号
、
一
’
二
五
、
一
九
八
六
。

本
篇
は
当
書
の
目
録
（
上
掲
文
献
九
を
見
よ
）
に
記
さ
れ
る
巻
一
冒
頭
の
「
述
看
方
訣
」
と
思
わ
れ
る
・
そ
の
治
療
学
総
論
的
内
容
か
ら
承
て
も
、

本
来
は
そ
の
目
録
の
後
に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

『
千
金
方
』
巻
一
治
病
略
例
第
三
に
は
当
篇
よ
り
第
二
・
九
・
十
三
’
十
七
条
が
、
『
医
心
方
』
巻
一
服
薬
節
度
第
三
に
は
第
三
’
八
・
十
三
’
十

七
条
が
、
『
福
田
方
』
巻
十
二
・
服
薬
雑
説
に
は
第
三
・
五
’
八
・
十
五
’
十
七
条
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

石
田
秀
実
ヨ
小
品
方
』
の
医
学
思
想
」
『
文
化
」
第
五
○
巻
第
一
・
二
号
、
一
’
一
六
、
一
九
八
六

「
尋
百
病
之
生
違
和
、
其
緩
急
理
殊
、
救
治
不
同
。
緩
者
、
年
月
乃
劇
。
急
者
、
不
延
時
即
劇
。
緩
者
、
久
而
自
差
。
急
者
、
不
救
即
須
。
或
有

見
薬
欲
服
、
未
詳
之
頃
、
而
致
逝
者
、
此
比
甚
衆
、
尋
方
学
之
要
、
以
験
速
為
責
。
夫
欲
執
術
者
、
皆
宜
善
識
暴
卒
病
候
。
看
方
、
宜
先
解
救
要

説
、
次
精
和
緩
、
末
詳
輔
衛
。
此
則
至
突
。
是
以
官
府
有
成
合
薬
者
、
以
備
倉
卒
也
。
凡
多
口
数
家
、
亦
宜
其
然
也
・
」

『
素
問
』
（
以
下
、
当
書
か
ら
の
引
用
は
底
本
に
、
明
・
顧
従
徳
倣
宋
刊
本
、
台
湾
国
立
中
央
図
書
館
所
蔵
、
台
北
・
国
立
中
国
医
薬
研
究
所
影

印
、
一
九
六
○
年
初
版
、
を
使
用
す
る
）
巻
一
四
気
調
神
大
論
篇
第
二
「
聖
人
不
治
已
病
、
治
未
病
・
」

『
老
子
』
（
四
部
備
用
本
、
台
北
・
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
第
九
版
）
第
七
十
一
章
「
聖
人
不
病
、
以
其
病
病
、
是
以
不
病
・
」

『
惟
南
子
』
（
「
漢
文
体
系
」
第
二
○
冊
、
台
北
・
新
文
豊
出
版
公
司
影
印
、
一
九
七
八
）
巻
ニ
ハ
説
山
訓
「
良
医
者
、
常
治
無
病
之
病
、
故
無

病
・
」

以
下
「
千
金
方
』

以
下
、
底
本
に
唾

八
○
、
を
使
用
ユ

以
下
、
底
本
に
狸

小
曽
戸
洋
「
外
八

小
曽
戸
洋
「
医
参

二
、
一
九
八
六
。

こ
と
に
す
る
。

唐
令
の
内
容
は
今
に
伝
わ
ら
な
い
が
、
『
千
金
方
』
（
『
備
急
千
金
要
方
』
江
戸
医
学
倣
宋
刊
本
、
北
京
・
人
民
衛
生
出
版
社
影
印
、
一
九
八
二
。

以
下
『
千
金
方
』
と
略
し
、
こ
れ
を
底
本
に
使
用
す
る
）
の
林
億
ら
の
祓
文
（
五
四
四
頁
）
よ
り
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
底
本
に
は
、
南
宋
刊
本
、
東
京
・
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
、
『
東
洋
医
学
善
本
叢
書
』
第
四
・
五
冊
、
大
阪
・
東
洋
医
学
研
究
会
影
印
、
一
九

底
本
に
は
、
半
井
本
、
江
戸
医
学
模
刻
、
東
京
・
日
本
古
医
学
資
料
セ
ン
タ
ー
影
印
、
一
九
七
三
、
を
使
用
す
る
。

洋
「
外
台
秘
要
方
所
引
書
名
人
名
等
索
引
」
『
東
洋
医
学
善
本
叢
書
』
第
八
冊
、
一
二
三
、
大
阪
・
東
洋
医
学
研
究
会
、
一
九
八
一

洋
「
医
心
方
引
用
文
献
名
索
引
（
一
）
（
二
）
」
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
三
二
巻
第
一
号
、
八
九
’
二
八
、
同
巻
三
号
、
三
三
三
’
三
五

を
使
用
す
る
。
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（
一
七
）

（
一
〈
）

（
一
九
）

（
二
つ
）

へへへへへ

君．匹I＝ ＝ニー
ーレ当レー

（
一
元
）
「
少
壮
者
、

如
此
也
・
」

（
三
）
「
衰
老
者
、

（
一
七
）

（
二
八
）

（
二
六
）

＊

（
三
）
「
夫
人
壮
、
病
軽
、
而
用
少
分
両
方
者
、
人
盛
則
勝
於
薬
勢
、
（
処
）
方
分
両
単
省
者
、
則
不
能
制
病
。
錐
積
服
之
、
其
勢
随
消
、
終
不
制
病
。
是

以
宜
服
分
両
重
複
者
也
・
」
＊
「
処
」
字
は
『
医
心
方
』
巻
一
第
一
九
葉
オ
モ
テ
に
引
用
さ
れ
る
文
に
よ
り
補
っ
た
。

「
今
若
欲
以
方
術
為
学
者
、
当
精
看
大
品
根
本
経
法
。
（
中
略
）
但
以
備
身
防
急
者
、
当
依
方
決
（
訣
）
、
看
此
経
方
小
品
一
部
、
為
要
也
・
」

「
始
学
治
病
者
、
亦
宜
先
習
此
小
品
、
則
為
開
悟
。
有
漸
然
後
、
可
看
大
品
也
・
」

「
而
術
有
神
人
真
気
、
薬
有
遊
仙
所
餌
方
、
有
延
年
益
寿
法
、
有
民
間
救
急
。
自
古
至
今
、
去
聖
久
遠
。
錐
有
其
文
、
元
有
伝
授
之
者
。
」

「
夫
病
之
根
源
、
有
風
、
有
寒
、
有
冷
、
有
熱
、
有
湿
、
有
労
損
、
有
傷
、
有
酔
酒
、
有
飲
食
、
有
恐
怖
・
忌
催
・
怖
楊
・
憂
患
、
有
産
乳
・
落

胎
・
椀
堕
・
吐
下
・
去
血
、
有
貢
餌
・
五
石
。
皆
為
病
之
根
源
也
、
為
患
生
諸
支
（
枝
）
条
耳
。
既
不
脈
之
本
、
不
知
根
源
也
。
但
問
人
男
女
・
長

少
、
依
方
説
、
方
説
有
半
与
病
相
会
、
便
可
服
也
。
宜
有
増
損
者
、
一
依
薬
性
也
・
」

「
古
之
旧
方
者
、
非
是
術
人
逆
作
方
、
以
待
未
病
者
也
。
皆
是
当
疾
之
時
、
序
其
源
由
、
診
候
之
．
然
後
、
依
薬
性
処
方
耳
・
」

「
今
先
記
述
、
上
古
已
来
旧
方
巻
録
多
少
、
採
取
可
承
案
者
、
為
小
品
成
法
焉
・
」

「
今
更
詳
諸
古
方
、
撰
取
十
巻
可
承
案
者
。
」

「
夫
用
故
方
之
家
、
唯
信
方
説
、
不
究
薬
性
。
亦
不
知
男
女
・
長
少
殊
耐
、
所
居
土
地
温
涼
有
早
晩
不
同
。
不
解
気
血
浮
沈
・
深
浅
応
順
四
時
、

食
飲
五
味
以
変
性
情
。
唯
見
方
説
相
応
、
不
知
薬
物
随
宜
、
而
一
概
投
之
。
此
為
遇
会
得
力
耳
、
実
非
審
的
為
効
也
・
」

『
外
台
秘
要
方
』
巻
一
第
四
葉
ウ
ラ
か
ら
五
葉
オ
モ
テ
に
か
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
と
同
一
の
文
章
は
『
傷
寒
論
』
（
以
下
、
当
害
か
ら

の
引
用
は
、
底
本
に
明
・
趙
開
美
刊
『
宋
板
傷
寒
論
』
、
国
立
公
文
書
館
・
内
閣
文
庫
所
蔵
、
を
使
用
す
る
）
第
二
第
四
葉
オ
モ
テ
の
傷
寒
例
の

少
、
依
方
説
、
方
説
有
半

「
軽
命
者
、
多
不
信
脈
。
」

「
古
之
旧
方
者
、
非
是
術

の
引
用
は
、
底
本
に
明
・
趙
開
幸

文
章
中
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
凡
病
劇
者
、
人
必
弱
、
人
弱
則

「
凡
久
病
者
、
日
月
已
積
、
必
椙

未
虚
、
猶
勝
於
薬
、
処
方
亦
宜
市

「
衰
老
者
、
病
錐
軽
、

処
方
亦
宜
如
此
也
・
」

、
人
必
弱
、
人
弱
則
不
勝
薬
、
処
方
宜
用
分
両
単
省
者
也
。
病
軽
者
、
人
則
強
、
勝
於
薬
、
処
方
宜
用
分
両
重
複
者
也
・
」

、
日
月
已
積
、
必
損
於
食
力
、
食
力
既
弱
、
亦
不
勝
薬
、
処
方
宜
用
分
両
単
省
者
也
。
新
病
者
、
日
月
既
浅
、
錐
損
於
食
、
其
穀
気

胸
於
薬
、
処
方
亦
宜
用
分
両
重
複
者
也
・
」

病
誰
重
、
其
人
壮
気
血
盛
、
勝
於
薬
、
処
方
宜
用
分
両
重
複
者
也
。
錐
是
優
楽
人
、
其
人
駿
病
、
数
服
薬
則
難
為
薬
勢
、
処
方
亦
宜

其
気
血
衰
、
不
勝
於
薬
、
処
方
亦
宜
用
分
両
単
省
者
也
。
誰
是
辛
苦
人
、
其
人
希
（
稀
）
病
、
不
経
服
薬
者
、
則
易
為
薬
勢
、
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（
一
一
壱
）

三三三
つご巴

（
一
二
一
一
）

（
一
二
一
）

（
ｇ
）
『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
巻
八
一
八
葉
オ
モ
テ
、
麻
黄
条
・
黒
字
文
「
不
可
多
服
、
令
人
虚
。
」

酋
一
）
例
え
ば
大
黄
に
つ
い
て
『
千
金
方
』
巻
二
四
（
四
三
○
頁
）
に
は
、
「
人
強
者
、
倍
大
黄
」
な
ど
の
記
載
が
見
え
る
。
ま
た
附
子
で
は
『
傷
寒
論
』

や
『
金
置
要
略
』
の
四
逆
湯
方
後
（
『
傷
寒
論
』
巻
二
第
二
○
葉
オ
モ
テ
な
ど
）
に
「
強
人
、
可
大
附
子
一
枚
・
乾
薑
三
両
」
、
あ
る
い
は
『
傷
寒

論
」
太
陽
病
下
篇
（
四
巻
第
一
九
葉
ウ
ー
乙
に
「
附
子
三
枚
、
恐
多
也
。
虚
弱
家
及
産
婦
、
宜
減
服
之
」
な
ど
の
記
載
が
見
え
る
。

（
里
）
小
児
の
薬
用
量
が
大
人
と
異
な
る
こ
と
は
、
『
千
金
方
』
巻
五
上
（
七
三
頁
）
に
「
小
児
病
与
大
人
不
殊
、
惟
用
薬
有
多
少
為
異
」
と
あ
る
。

酋
一
一
）
「
女
子
・
婦
人
、
其
治
異
品
。
女
子
年
十
六
以
上
、
則
有
月
病
。
其
是
月
病
来
日
、
得
風
寒
冷
湿
・
四
時
之
病
、
相
協
者
、
皆
応
自
説
之
。
不
爾
、
治

相
触
会
、
便
致
増
困
也
。
処
方
者
、
亦
応
問
之
。
是
月
病
来
限
、
有
他
疾
者
、
其
方
在
婦
人
方
巻
上
。
其
是
凡
日
、
有
疾
者
、
故
同
余
人
方
耳
・
」

（
一
六
）
「
素
問
』
巻
九
熱
論
篇
第
三
十
一
「
其
未
満
三
日
者
、
可
汗
而
已
。
其
満
三
日
者
、
可
泄
而
已
・
」

（
一
元
）
例
え
ば
『
傷
寒
論
』
巻
七
に
は
発
汗
さ
せ
て
は
い
け
な
い
場
合
、
巻
九
に
は
下
剤
を
投
与
し
て
は
い
け
な
い
場
合
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
あ

「
夫
衰
老
・
虚
人
、
久
病
・
病
重
、
而
用
多
分
両
方
者
、
人
虚
衰
・
気
力
弱
、
則
不
堪
薬
、
薬
未
能
遣
病
、
而
人
気
力
先
疲
、
人
疲
則
病
勝
、
便

不
敢
復
服
、
則
不
得
力
也
。
是
以
宜
服
分
両
単
省
者
也
・
」

要
点
を
整
理
す
る
都
合
上
、
各
条
文
の
「
人
弱
・
人
強
」
（
三
条
）
、
「
食
力
弱
・
穀
気
未
虚
」
（
四
条
）
、
「
人
壮
・
気
血
盛
」
（
五
条
）
、
「
気
血
衰
」

（
六
条
）
、
「
人
壮
・
人
盛
」
（
七
条
）
、
「
虚
人
・
人
虚
衰
・
気
力
弱
」
（
八
条
）
な
ど
の
表
現
は
陳
延
之
の
意
図
し
た
本
質
的
意
味
に
相
違
は
少
な

い
と
考
え
、
一
律
に
「
体
力
」
の
有
無
に
解
釈
し
て
記
し
た
。

『
素
問
』
巻
三
一
至
真
要
大
論
篇
第
七
十
四
「
急
則
気
味
厚
、
緩
則
気
味
薄
。
」

『
素
問
』
巻
二
○
五
常
政
大
論
篇
第
七
十
「
能
毒
者
以
厚
薬
、
不
勝
毒
者
以
薄
薬
・
」

『
霊
枢
」
（
以
下
、
当
害
か
ら
の
引
用
は
底
本
に
、
国
立
公
文
書
館
・
内
閣
文
庫
所
蔵
の
明
・
無
名
氏
倣
宋
刊
本
、
二
四
巻
本
を
使
用
す
る
）
巻
一

＊

六
論
痛
第
五
十
三
「
胄
寒
・
色
黒
・
大
骨
及
肥
者
、
皆
勝
毒
。
故
其
痩
而
薄
胄
者
、
皆
不
勝
毒
也
・
」
＊
明
・
趙
府
居
敬
堂
刊
本
（
北
京
・
人
民

衛
生
出
版
社
影
印
、
一
九
八
二
）
は
、
「
寒
」
を
「
厚
」
に
作
る
。

例
え
ば
『
神
農
本
草
経
」
（
以
下
、
当
書
か
ら
の
引
用
は
底
本
に
、
『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
、
情
・
何
逢
時
本
、
東
京
・
広
川
書
店
影
印
、
一
九

七
○
、
を
使
用
す
る
）
の
凡
例
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
「
無
毒
の
薬
は
沢
山
飲
ん
で
も
長
く
飲
ん
で
も
人
体
を
傷
つ
け
な
い
（
第
一
条
と

「
毒
薬
を
長
く
服
用
し
て
は
い
け
な
い
（
第
三
条
）
」
「
も
し
毒
薬
を
治
療
に
用
い
る
な
ら
、
少
し
ず
つ
量
を
増
や
し
、
効
果
が
あ
っ
た
ら
投
薬
を

中
止
す
る
（
第
十
条
）
」
。

ヲ

0
0
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（
君
）
「
是
萢
安
、
北
過
江
後
撰
集
也
・
‐
一

（
兵
）
「
是
元
嘉
中
、
於
新
安
郡
所
集
。
皆
是
江
東
得
効
者
、
於
世
乃
可
即
用
・
」

（
三
）
『
素
問
』
巻
四
異
法
方
宜
論
篇
第
十
二
。
同
書
巻
二
○
五
常
政
大
論
篇
第
七
十
。

（
畠
）
『
素
問
』
巻
二
○
五
常
政
大
論
篇
第
七
十
「
此
湊
理
開
閉
之
常
、
太
少
之
異
耳
。

病
異
治
也
・
」

（
芸
）
『
霊
枢
』
巻
一
八
陰
陽
二
十
五
人
第
六
十
四
（
第
三
葉
ウ
ラ
ー
八
葉
オ
モ
｜
乙
。

（
三
〈
）
『
千
金
方
』
巻
七
論
風
毒
状
第
一
二
三
八
頁
）
「
論
日
。
考
渚
径
方
、
住
住
有

（
男
）
「
江
東
・
嶺
南
、
晩
寒
。
寒
軽
、
令
人
陽
気
不
伏
、
腎
気
弱
。
且
冬
月
暖
、
薫
於
肌
膚
、
湊
理
開
疎
、
而
受
邪
湿
。
至
春
解
、
陽
気
外
泄
、
陰
気

倍
盛
於
内
、
邪
湿
乗
之
。
故
多
患
上
気
・
四
支
（
肢
）
瘻
弱
、
及
温
瘡
・
発
黄
、
多
諸
毒
蟄
也
・
」

全
ｅ
「
凡
用
諸
方
、
欲
随
土
地
所
宜
者
、
倶
是
治
一
冷
病
、
其
方
用
温
薬
分
両
多
者
、
宜
江
西
・
江
北
。
用
温
薬
分
両
少
者
、
宜
江
東
・
嶺
南
也
。
所
以

方
有
同
説
而
異
薬
者
、
皆
此
之
類
也
。
経
方
小
品
有
十
二
巻
、
所
治
皆
周
遍
衆
病
也
。
其
中
秘
要
者
、
是
第
六
一
巻
。
治
四
時
之
病
、
周
員
（
圓
）

終
童
、
四
時
元
窮
、
終
極
為
最
要
也
・
」

（
三
）
「
不
言
異
郷
殊
気
、
質
耐
不
同
。
（
中
略
）
或
先
於
嶺
南
服
之
得
益
、
伝
往
准
北
為
治
反
害
。
」

（
三
）
『
医
心
方
』
巻
二
作
交
用
火
灸
治
頌
第
十
一
（
第
七
三
葉
ゥ
ラ
）
「
小
品
方
云
：
・
・
今
江
東
及
嶺
南
地
気
湿
、
風
寒
少
。
当
以
二
分
、
以
還
一
分
半

（
里
）
『
素
問
』
巻
一
上
古
天
真
論
篇
第
一
「
女
子
：
・
・
二
七
而
天
癸
至
。
任
脈
通
、
太
衝
脈
盛
。
月
事
以
時
下
、
故
有
子
・
」

（
異
）
『
千
金
方
』
巻
一
治
病
略
例
第
三
に
は
当
条
文
の
一
部
が
引
用
さ
れ
る
が
、
全
て
の
版
本
（
『
真
本
千
金
方
』
、
未
宋
改
『
千
金
方
』
、
宋
改
『
千
金

方
』
）
で
こ
の
「
十
六
歳
」
が
、
『
素
問
』
の
記
載
（
上
掲
注
四
五
）
と
同
じ
「
十
四
歳
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
署
）
『
新
編
金
直
方
論
』
（
元
刊
本
、
北
京
大
学
図
書
館
所
蔵
）
婦
人
雑
病
脈
証
井
治
第
二
十
二
（
巻
下
第
五
’
六
葉
）
に
記
載
が
あ
る
。

（
宍
）
「
江
西
・
江
北
、
其
地
早
寒
。
寒
重
於
江
東
、
令
人
陽
気
早
伏
、
内
養
腎
気
・
至
春
解
亦
晩
、
湊
（
膜
）
理
閉
密
、
外
不
受
邪
湿
。
故
少
患
脚
弱
．

（
畠
）
当
書
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
季
節
病
（
原
文
は
「
四
時
之
病
」
）
と
は
冬
の
「
傷
寒
」
、
春
・
夏
の
「
温
熱
病
」
、
秋
の
「
中
冷
」
の
こ
と
で
あ

遭
者
。
」

也
。
逐
人
形
闇
狭
耳
・
」

上
気
、
元
甚
毒
整
也
・
」

ヂ

c
c

一
八
陰
陽
二
十
五
人
第
六
十
四
（
第
三
葉
ウ
ラ
ー
八
葉
オ
モ
テ
）
。

巻
七
論
風
毒
状
第
一
（
一
三
八
頁
）
「
論
日
。
考
諸
経
方
、
往
往
有
脚
弱
之
論
、
而
古
人
少
有
此
疾
。
自
永
嘉
南
渡
、
衣
櫻
士
人
多
有

（
中
略
）
西
北
之
気
散
而
寒
之
、
東
南
之
気
収
而
温
之
、
所
謂
同
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（
究
）
「
夫
病
是
服
利
湯
得
差
者
、
従
此
已
後
、
慎
不
中
服
補
湯
也
。
得
補
、
病
勢
即
還
復
成
也
。
重
就
利
之
、
其
人
則
重
弊
也
。
若
初
差
、
気
力
未
展

平
復
者
、
当
消
（
将
）
息
之
。
宜
服
薬
者
、
当
以
平
和
薬
、
逐
和
之
也
。
若
垂
平
復
、
欲
将
補
益
丸
・
散
者
、
自
可
以
意
量
耳
・
」

（
ぢ
）
「
夫
有
患
之
人
、
不
妨
行
走
、
気
力
未
衰
、
欲
将
補
益
、
冷
熱
随
宜
丸
・
散
者
。
乃
可
先
服
利
湯
下
、
便
除
甸
腹
中
涙
積
・
淡
（
疾
）
実
、
然
後
可

将
補
薬
。
復
有
虚
人
、
積
服
補
薬
、
或
中
実
食
為
害
者
、
可
止
服
利
薬
除
之
。
復
有
平
実
人
、
暴
虚
・
空
渇
者
、
亦
宜
以
微
補
薬
、
止
以
和
之
、

而
不
可
頓
補
也
。
暴
虚
微
補
則
易
平
也
。
過
補
、
喜
否
（
瘤
）
結
為
害
也
・
」

（
三
）
「
夫
極
虚
・
極
労
病
、
応
服
補
湯
者
、
風
病
、
応
服
治
風
湯
者
、
此
皆
非
五
・
三
斉
（
剤
）
可
知
也
。
自
有
滞
風
・
洞
虚
、
積
服
数
十
剤
、
及
至

（
一
〈
〈
）

（
壼
苣
）

（
一
〈
四
）

（
六
五
）

（
《
六
）

へへへへへ

奎舂室否克
一一一しし

『
素
問
』
巻
一
生
気
通
天
論
篇
第
三
（
第
一
九
葉
オ
モ
テ
）
。

『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
巻
二
第
七
葉
ウ
ラ
、
牽
牛
子
条
黒
字
文
。
同
書
巻
二
○
第
二
○
葉
ウ
ラ
、
鯉
魚
条
黒
字
文
。

宗
田
一
『
近
代
薬
物
発
達
史
』
一
六
七
頁
、
東
京
・
薬
事
新
報
社
、
一
九
七
四
。

『
医
心
方
』
巻
八
脚
気
軽
重
第
三
（
第
七
葉
オ
モ
テ
）
「
葛
氏
方
云
。
脚
弱
、
満
而
揮
至
少
腹
。
而
小
便
不
利
、
気
上
者
死
・
」

『
諸
病
源
候
論
』
（
南
宋
刊
本
、
宮
内
庁
書
料
部
所
蔵
、
「
東
洋
医
学
善
本
叢
書
」
第
六
冊
、
大
阪
・
東
洋
医
学
研
究
会
影
印
、
一
九
八
○
）
巻
一

三
第
九
葉
ウ
ラ
、
脚
気
諸
病
・
脚
気
腫
満
候
「
此
由
風
湿
毒
気
、
伝
於
腎
経
、
腎
主
於
水
：
・
・
」

「
外
台
秘
要
方
』
巻
一
八
、
『
医
心
方
』
巻
八
を
見
よ
。

『
外
台
秘
要
方
』
巻
一
八
第
六
葉
ウ
ラ
「
蘇
長
史
論
日
。
…
近
来
諸
医
、
多
宗
小
品
所
説
・
」

、
『
経
史
証
類
大
観
本
草
」
巻
一
第
一
五
葉
ウ
ラ
、
序
例
第
二
条
白
字
文
「
療
寒
以
熱
薬
、
療
熱
以
寒
薬
」
。
⑤
『
素
問
」
巻
二
二
至
真
要
大

論
篇
第
七
十
四
「
寒
者
熱
之
、
熱
者
寒
之
」
（
第
一
五
葉
ウ
ラ
）
。
同
書
同
篇
「
治
寒
以
熱
、
治
熱
以
寒
」
（
第
二
八
葉
オ
モ
テ
）
。

「
夫
病
有
重
嫁
（
灰
）
、
而
不
妨
気
力
・
食
飲
、
而
行
走
如
常
者
。
自
有
休
（
善
）
強
人
、
小
病
便
妨
食
飲
・
眠
臥
致
極
者
。
其
中
有
軽
者
、
消
（
将
）

息
自
差
、
服
湯
不
過
一
両
剤
而
差
者
也
。
小
重
者
、
二
（
一
）
月
舟
日
可
差
者
、
既
不
解
脈
、
得
病
之
始
、
亦
元
以
得
知
其
応
経
一
月
州
日
也
。

唯
望
五
日
・
三
日
得
差
耳
、
亦
不
可
日
日
服
湯
也
。
自
有
病
源
已
除
、
而
人
気
力
未
展
平
復
者
、
正
宜
消
（
将
）
息
者
、
五
・
三
日
中
乃
復
依
所

宜
投
湯
耳
。
自
有
小
盛
之
人
、
不
避
風
涼
、
触
犯
禁
忌
、
暴
喝
精
液
、
錐
得
微
疾
、
皆
不
可
軽
以
利
薬
下
之
。
一
利
便
喝
其
精
液
、
困
滞
著
床

席
、
動
経
年
歳
也
．
初
始
皆
宜
与
平
薬
治
也
。
宜
利
者
、
乃
転
就
下
之
耳
。
唯
少
児
不
在
此
例
。
大
法
宜
如
此
也
・
」

「
夫
長
宿
人
病
、
宜
服
利
湯
薬
者
、
未
必
頓
尽
一
剤
也
。
皆
視
其
利
多
少
、
且
消
（
将
）
息
之
、
於
一
日
之
（
至
）
寛
也
。
病
源
未
除
者
、
明
後
更

合
一
剤
、
不
必
服
尽
、
但
以
前
後
利
勢
相
成
耳
。
気
力
堪
尽
剤
者
、
則
不
制
也
。
病
源
宜
服
利
薬
、
治
取
除
者
、
服
湯
之
後
、
宜
将
丸
・
散
也
．

合
一
剤
、
不
必
服
尽
、
但
以

時
時
服
湯
、
助
丸
・
散
耳
・
」
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プ＜＝四三三二二一
一一曹一ゞシ

（
く
つ
）

（
七
〈
）

（
七
九
）

（
七
四
）

（
七
五
）

（
七
云
）

（
七
七
）

百
余
斉
（
剤
）
、
乃
可
差
者
也
。
然
応
随
宜
増
損
之
、
以
逐
其
体
、
寒
温
・
渋
利
耳
・
」

（
三
）
薬
物
の
寒
熱
作
用
の
一
つ
で
あ
る
「
平
」
は
、
『
神
農
本
草
経
』
の
各
薬
物
条
に
記
さ
れ
る
の
が
最
も
古
い
。
一
般
に
は
こ
れ
を
「
冷
や
し
も
暖

め
も
し
な
い
性
質
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
『
神
農
本
草
経
」
の
分
析
よ
り
、
「
平
」
に
は
「
発
熱
も
悪
寒
も
治
す
性
質
」
と
い

う
認
識
も
含
ま
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。
真
柳
誠
「
薬
性
論
の
検
討
Ｉ
性
平
に
つ
い
て
Ｉ
」
「
日
本
東
洋
医
学
雑
誌
』
第
一
二
六
号
二
五
、

（
七
三
）

大
塚
恭
男
「
東
西
古
代
の
本
草
書
に
象
ら
れ
る
薬
物
の
分
類
法
に
つ
い
て
」
『
漢
方
の
臨
床
』
第
一
五
巻
四
号
三
，
く
こ
、
一
九
六
八
。

こ
れ
ら
の
引
用
文
に
は
、
「
傷
寒
一
二
日
、
二
三
日
、
三
四
日
、
五
六
日
、
六
七
日
」
な
ど
の
よ
う
な
発
病
後
の
日
数
に
よ
る
区
別
、
あ
る
い
は

「
傷
寒
・
中
風
・
温
病
」
と
い
っ
た
疾
病
名
の
区
別
が
多
数
見
ら
れ
る
。

序
文
②
に
「
漢
末
有
張
仲
景
、
意
思
精
蜜
（
密
）
、
善
詳
旧
効
、
通
於
往
古
。
自
此
以
来
、
未
聞
勝
者
」
、
と
陳
延
之
は
張
仲
景
を
高
く
評
価
し
て

い
る
。
こ
れ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
が
「
三
陰
三
陽
」
を
一
切
無
視
す
る
こ
と
は
常
識
的
に
も
考
え
難
い
。

劉
峰
ほ
か
「
関
於
現
行
『
傷
寒
論
』
成
書
時
代
的
質
疑
」
『
北
京
医
学
院
学
報
』
第
八
巻
三
期
一
四
’
一
六
、
一
九
八
五
。

す
な
わ
ち
『
小
品
方
』
の
引
用
書
目
（
上
掲
文
献
九
を
見
よ
）
に
「
張
仲
景
弁
傷
寒
井
方
有
九
巻
」
と
記
さ
れ
る
書
の
こ
と
。

多
紀
元
堅
『
薬
治
通
義
』
（
『
近
世
漢
方
医
学
書
集
成
」
第
二
一
冊
、
東
京
・
名
著
出
版
影
印
、
一
九
八
三
）
巻
九
に
詳
し
い
。

『
傷
寒
論
』
巻
九
第
一
四
葉
ウ
ラ
「
凡
可
下
者
、
用
湯
勝
丸
散
。
」

こ
れ
と
同
一
の
文
は
『
千
金
方
」
巻
一
診
候
第
四
（
三
頁
）
に
も
張
仲
景
の
言
葉
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

『
金
置
玉
函
経
』
（
清
・
陳
世
傑
刊
本
、
北
京
・
人
民
衛
生
出
版
社
影
印
、
一
九
五
五
）
巻
一
・
証
治
総
例
（
一
五
頁
）
「
張
仲
景
日
、
若
欲
治
疾
、

当
先
以
湯
洗
潅
五
蔵
六
府
・
」

『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
妾

葉
ウ
ラ
、
附
子
条
白
字
文
。

『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
券

『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
巻

『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
券

『
医
心
方
』
巻
三
第
三
葉
オ

ら
れ
る
。

一
九
八
三
。

大
観
本
草
』
巻
六
第
四
六
葉
ウ
ラ
、
柴
胡
条
「
柴
胡
、
味
苦
平
（
白
字
）
…
無
毒
（
黒
字
）
…
益
精
（
白
字
）
…
・
」

大
観
本
草
』
巻
六
巻
二
三
葉
オ
モ
テ
、
甘
草
条
「
甘
草
、
味
甘
平
（
白
字
）
無
毒
（
黒
字
）
…
倍
力
（
白
字
）
：
．
。
」

大
観
本
草
』
巻
六
第
一
五
葉
オ
モ
テ
、
人
参
条
「
人
参
、
味
甘
微
寒
（
白
字
）
微
温
無
毒
（
黒
字
）
、
主
補
五
蔵
（
白
字
）
…
ｃ
」

巻
三
第
三
葉
オ
モ
テ
か
ら
第
七
葉
ゥ
ラ
に
か
け
て
『
小
品
方
』
よ
り
引
用
さ
れ
る
文
章
に
は
、
風
に
よ
る
様
食
な
病
状
の
記
載
が
見

巻
一
○
第
一
五
葉
オ
モ
テ
・
大
黄
条
白
字
文
。
同
書
巻
六
第
二
六
葉
オ
モ
テ
、
乾
地
黄
条
白
字
文
。
同
書
巻
一
○
第
一
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※
本
稿
は
日
本
医
史
学
会
三
月
例
会
（
一
九
八
七
年
三
月
二
十
八
日
）
、
お
よ
び
第
十
二
回
東
西
比
較
医
学
史
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
（
同
年
八
月
三
十
日
’

九
月
五
日
）
に
お
け
る
発
表
を
敷
桁
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
医
史
文
献
研
究
室
）

『
国
］
①
四
巨
昏
２
．
自
己
Ｏ
吾
②
風
呂
①
８
貝
ご
ｇ
ｍ
８
ぐ
ｑ
ａ
四
口
○
匡
冒
四
口
届
胃
冒
宮
島
夢
①
目
①
巳
ｏ
巴
芝
○
鳥
旨
四
日
ａ
《
《
減
冒
○

○

国
旨
甸
賀
侭
》
》
〕
夛
弓
旨
①
国
す
ぐ
ｇ
〕
①
旨
母
四
国
国
冨
ず
の
ゴ
ミ
の
①
旨
鈩
ロ
．
急
吟
騨
冒
巳
今
囹
冒
○
匡
冒
四
．
目
宮
、
弓
○
鼻
禺
①
ｇ
⑦
ぐ
①
Ｑ
匡
唱
〕

①

ヘ

四
℃
も
門
昌
箇
』
旨
目
⑦
ｇ
①
ぐ
四
一
○
匡
旨
四
日
己
］
四
℃
四
国
〉
一
旨
再
】
扇
⑦
曽
巽
①
冒
８
乏
陪
匡
邑
穴
邑
○
夢
己
守
○
日
号
⑦
屋
号
ら
⑦
旨
冒
曼
．
胃
目
詳
匡
唖

●

○

目
〕
秒
で
①
毘
号
｝
〕
①
四
宮
奔
阜
目
○
門
四
ユ
ユ
、
《
○
〕
骨
苛
尉
○
葛
昌
吋
⑦
い
①
四
時
○
彦
鹿
“
①
一
四
岸
①
Ｑ
骨
○
ず
く
い
一
⑦
旨
①
ａ
○
国
○
①
も
岳
』
旨
で
］
〕
四
国
冨
脚
○
○
舜
団
①
再
画
く
？

●

（
合
）
『
千
金
方
』
巻
一
治
病
略
例
第
三
（
二
頁
）
に
は
出
典
を
明
記
せ
ず
に
同
内
容
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
前
後
か
ら
判
断
し
て
も
、
こ
れ
は
明
ら
か

に
『
小
品
方
』
か
ら
の
引
用
文
で
あ
る
。

（
公
）
休
養
が
こ
の
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
る
背
景
の
一
つ
に
、
『
小
品
方
』
の
利
用
者
に
対
し
『
漢
書
』
芸
文
志
第
十
経
方
（
北
京
・
中
華
書
局
、
一
七

七
八
頁
、
一
九
六
二
）
に
引
用
さ
れ
る
諺
「
有
病
不
治
、
常
得
中
医
」
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
免
）
陳
延
之
が
挙
げ
る
患
者
の
例
に
は
、
王
侯
貴
族
と
目
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
彼
の
伝
記
は
一
切
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
推
測
す
る

と
上
流
階
級
者
と
接
触
す
る
機
会
の
か
な
り
あ
っ
た
人
物
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
引
用
し
た
と
染
ら
れ
る
文
献
名
の
記
載
（
上
掲
文
献
九
を
見
よ
）

か
ら
も
、
彼
が
相
当
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
高
文
柱
（
「
『
小
品
方
』
之
研
究
」
『
小
品
方
輯
校
』
付
録
、
一
八
二
頁
、
天

津
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
八
三
）
が
推
測
す
る
よ
う
な
身
分
の
低
い
民
間
の
医
者
で
は
な
い
。

（
き
）
小
曽
戸
洋
・
真
柳
誠
ヨ
小
品
方
』
残
巻
釈
文
」
。
本
稿
は
近
年
中
に
何
ら
か
の
形
で
発
表
を
予
定
し
て
い
る
。

軍
］
閏
日
蝕
の
○
号
①
禺
四
己
琶
シ
Ｃ
ｏ
ｏ
門
＆
邑
胆
さ
○
三
百
①
の
の
国
胃
唱
の
己
の
○
○
画
の
①
宮
の

ｌ
ン
の
艀
目
旨
昏
の
｛
↑
討
酎
ｏ
曳
邑
園
眉
》
》
具
冨
の
ａ
の
く
己
ｇ
冒
幽
Ｉ

ず
琶
専
旨
青
）
８
唇
［
シ
国
シ
ｚ
シ
⑦
胃
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TheattitudesofChenYanZhiapplyingtoallaspectsofpharmacotherapyareexaminedand
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●
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